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〔 防 災 組 織 〕 

○ 資料1  関係機関等の連絡先 

① 役場・消防署・町内公共施設等 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

古平町役場（古平町中心拠点誘導複合施
設「かなえーる」内） 

古平郡古平町大字浜町 50番地 0135-42-2181 

北後志消防組合古平支署 古平郡古平町大字浜町 208番地 1 0135-42-2068 

へリポート設置場所   

② 保育所・幼稚園 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

認定こども園ふるびら幼児センター 
みらい 

古平郡古平町大字丸山町 29 番地 0135-42-2649 

③ 学校（小中学校・高等学校） 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

古平小学校 古平郡古平町大字浜町 370番地 0135-42-2138 

古平中学校 古平郡古平町大字浜町 385番地 0135-42-2557 

④ 北海道 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

後志総合振興局（地域創生部危機対策室） 虻田郡倶知安町北 1条東 2丁目 0136-23-1345 

教育庁（後志教育局） 虻田郡倶知安町北 1条東 2丁目 0136-23-1976 

後志総合振興局 小樽建設管理部 小樽市奥沢 1丁目 21番 1号 0134-25-2195 

後志総合振興局 小樽建設管理部 
余市出張所 

余市郡余市町黒川町 1248番地 0135-23-2196 

後志総合振興局 保健環境部  
保健行政室 余市地域保健支所 

余市郡余市町朝日町 12番地 0135-23-3104 

後志家畜保健衛生所 虻田郡倶知安町字旭 15 0136-22-2010 

後志総合振興局 森林室 虻田郡倶知安町南 4条西 1丁目 0136-22-1152 

⑤ 北海道警察 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

余市警察署 余市郡余市町朝日町 27番地 0135-22-0110 

余市警察署古平駐在所 古平郡古平町大字浜町 40番地 0135-42-2044 

⑥ 自衛隊 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

陸上自衛隊北部方面総監部 札幌市中央区南 26 条西 10丁目 011-511-7116 

陸上自衛隊第11特科隊 札幌市南区真駒内17番地 011-581-3191 

 

⑦ 指定地方行政機関 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

北海道土地改良事業団体連合会 後志支部 磯谷郡蘭越町 258番地 5 0136-55-6529 
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名 称 所 在 地 電 話 番 号 

小樽開発建設部  小樽市潮見台１丁目 15番５号 0134-23-5119 

小樽開発建設部 小樽道路事務所 小樽市長橋４丁目 14番 34号 0134-22-9116 

小樽開発建設部 小樽港湾事務所 小樽市築港 2番 2号 0134-22-6131 

北海道農政事務所 
札幌市中央区南 22 条西 6 丁目 2-22 エム
ズ南 22条第 2、第 3ビル 

011-330-8800 

石狩森林管理署 札幌市中央区宮の森 3 条 7丁目 70番 011-622-5111 

石狩森林管理署積丹森林事務所 積丹郡積丹町大字美国町字美良波 75-9 0135-44-2105 

札幌管区気象台（地域防災推進課） 札幌市中央区北 2条西 18丁目 2 011-611-6149 

北海道総合通信局 北海道札幌市北区北８条西２丁目１ 011-709-2311 

小樽海上保安部 小樽市港町 5-3 0134-27-6166 

⑧ 指定公共機関 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

古平郵便局 古平郡古平町大字入船町 9番地 1 0135-42-2882 

古平浜町郵便局 古平郡古平町大字浜町 68番地 0135-42-2686 

東日本電信電話株式会社北海道支社 札幌市中央区北 1条西 4丁目 011-212-4494 

北海道電力株式会社余市ネットワークセ
ンター 

余市郡余市町大川町 13丁目 1番地 0135-23-2161 

日本赤十字社北海道支部古平分区 古平郡古平町大字浜町 50番地 0135-42-2181 

日本放送協会 札幌放送局 札幌市中央区北 1条西 9丁目 1-5 011-232-4001 

⑨ 指定地方公共機関 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

北海道放送株式会社 札幌市中央区北 1条西 5丁目 011-232-5800 

札幌テレビ放送株式会社 札幌市中央区北 1条西 8丁目 011-241-1181 

北海道テレビ放送株式会社 札幌市中央区北 1条西 1丁目 6番地 011-821-4411 

北海道文化放送株式会社 札幌市中央区北 1条西 14丁目 011-214-5200 

株式会社テレビ北海道 札幌市中央区大通東 6 丁目 011-232-1117 

社団法人余市医師会 余市郡余市町黒川町 7 丁目 13 番地 0135-22-2245 

⑩ その他の公共的団体 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

古平町商工会 古平郡古平町大字新地町 7番地 0135-42-2377 

東しゃこたん漁業協同組合 古平郡古平町大字入船町 14 番地 0135-42-2511 

古平町社会福祉協議会 古平郡古平町大字浜町 711番地 0135-42-2833 

古平建設協会 古平郡古平町大字港町 3番地 0135-42-2153 

 

 

⑪ 近隣市町村（振興局管内市町村） 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

島牧村 島牧郡島牧村字泊 83番地 1 0136-75-6211 
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名 称 所 在 地 電 話 番 号 

寿都町 寿都郡寿都町字渡島町 140番地 1 0136-62-2511 

黒松内町 寿都郡黒松内町字黒松内 302 番地 1 0136-72-3311 

蘭越町 磯谷郡蘭越町 258番地 5 0136-57-5111 

ニセコ町 虻田郡ニセコ町字富士見 55 番地 0136-44-2121 

真狩村 虻田郡真狩村字真狩 118番地 0136-45-2121 

留寿都村 虻田郡留寿都村字留寿都 175 番地 0136-46-3131 

喜茂別町 虻田郡喜茂別町字喜茂別 123 番地 0136-33-2211 

京極町 虻田郡京極町字京極 527番地 0136-42-2111 

倶知安町 虻田郡倶知安町北 1条東 3丁目 3 0136-22-1121 

共和町 岩内郡共和町南幌似 38番地 2 0135-73-2011 

岩内町 岩内郡岩内町字高台 134-1 0135-62-1011 

泊村 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別 191番地 7 0135-75-2021 

神恵内村 古宇郡神恵内村大字神恵内村 81-20 0135-76-5011 

積丹町 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 48番地 5 0135-44-2111 

仁木町 余市郡仁木町西町 1丁目 36 番地 1 0135-32-2511 

余市町 余市郡余市町朝日町 26番地 0135-21-2111 

赤井川村 余市郡赤井川村字赤井川 74 番地 2 0135-34-6211 

小樽市 小樽市花園 2丁目 12番 1号 0134-32-4111 
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○ 資料2  災害対策本部掲示板 

○ 資料3  腕 章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 資料4  標 旗 
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○ 資料5  集落人口、世帯数、避難行動要支援者数 

（令和８年 1月 1日現在） 

 

 

 

集落名 
世帯数 

（世帯） 

人口 

（人） 

避難行動要支援者 

（人） 

沖町
おきちょう

 16 19 0 

歌棄
うたすつ

町
ちょう

 174 192 0 

沢江町
さわえちょう

 74 125 3 

浜一
はまいち

 59 96 2 

旭町
あさひまち

 182 288 3 

あけぼの 62 103 3 

浜三
はまさん

 170 265 2 

銀座
ぎ ん ざ

 70 117 0 

浜五
は ま ご

 83 147 4 

清住
きよずみ

 63 99 5 

本陣
ほんじん

 68 98 0 

栄町
さかえまち

 42 70 0 

鴨居
か も い

木
ぎ

 6 13 0 

泥
どろ

の木
き

 14 23 1 

廻
まわ

り淵
ふち

 1 2 0 

港町
みなとまち

 116 194 1 

入船
いりふね

町
ちょう

 62 109 3 

新地町
しんちちょう

 59 117 2 

本町
ほんちょう

 99 173 2 

丸山町
まるやまちょう

 112 178 1 

御崎町
みさきちょう

 58 82 1 

群来
く き

町
ちょう

 0 0 0 

合計 1,590 2,510 33 
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〔消 防 〕 

○ 資料6  消防組織 

（北後志消防組合消防組織図） 

（令和 5 年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 資料7  消防施設の現況 

（古平支署） 

 

区分 車種 年式 車令 
機関 定格放水量

（㍑） 
配置場所 備考 

気筒 馬力 
水 槽 付 ポ ン プ 車 日 野 2012 10 4 300 2,000 支 署  

救 急 車 ト ヨ タ 2009 13 4 151  支 署  

水 槽 車 日 野 2018 4 5 220 1,000 支 署 
定格放水量は小

型ポンプ 

第 1 分 団 積 載 車 日 野 2022 0 4 220  支 署 
小型ポンプ 1 台

積載 

第 2 分団ポンプ車 1 号

車 
三 菱 1987 35 4 110 2,000 第 2 分団  

第 2 分団ポンプ車 2 号

車 
日 野 2003 19 6 220 2,400 第 2 分団 

小型ポンプ 1 台

積載 

第 2 分 団 積 載 車 三 菱 1993 29 4 110  支 署 
小型ポンプ 2 台

積載 

第 1 分団小型ポンプ トーハツ 2018 4 2 40.8 1,290 支 署 第 1分団積載車 

〃 トーハツ 2022 0 3 23 1,000 支 署 水槽車 

第 2 分団小型ポンプ シバウラ 1996 26 2 54 1,120 第 2 分団 第 2分団 2号車 

〃 シバウラ 2011 11 2 45 1,290 支 署 第 2分団積載車 

〃 シバウラ 1993 29 2 54 1,120 支 署 第 2分団積載車 

連 絡 車 ホ ン ダ 2011 11 3 52  支 署  

広 報 車 ト ヨ タ 2013 9 4 151  支 署  

主幹 

庶務係 

 

消防団係 

 

 

 

予防係 

 

 

警防係 

 

 

 

救急係 

 

救助係 

支署長 副支署長 
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〔 災害履歴・震度階級等 〕 

○ 資料8  過去の災害の記録 

備考 被害額欄の（  ）は、推定被害額である。 
 

災 害 年 月 日 災害の種類 災害の規模 
災害額 

(百万円) 

平成３年２月 16～ 

      17 日 

暴風波浪 

 

漁船被害 11隻 

公立文教被害（中学校）１カ所 

3 

 

平成５年７月 12日 

 

北海道南西沖地震 

 

住家被害 15カ所 

水産被害 養殖施設 １カ所 

 

 

平成５年 11 月 14日 

 

 

 

 

暴 風 

 

 

 

 

住家被害 ７カ所 

農業被害 ・農作物 300㎡ 

     ・営農施設４カ所 

     ・その他農業施設４カ所 

漁船被害 １隻 

3 

 

 

 

 

平成 6年２月 22日 暴 風 雪 床下浸水 ２カ所  

平成 6年４月 13日 暴 風 農業被害 営農施設 １カ所  

平成 6年５月 13日 突風（竜巻） 農業被害 農業施設 １カ所 1 

平成 6年 10 月５日 大 雨 土木被害 治山施設 １カ所 1 

平成７年３月 18日 土砂崩れ 土木被害 砂防施設 １カ所  

平成７年 12 月１日 波 浪 土木被害 道  路 １カ所  

平成８年２月 10日 豊浜トンネル岩盤崩壊事故 死  者 ２０名  

平成９年８月５日 

 

大 雨 

 

土木被害 道  路 ２カ所 

     河  川 １カ所 
21 

平成 10年 9 月 15～ 

17 日 

台風第５号 

 

住家被害 ２カ所 土木被害１カ所 

水産被害 ２カ所  

46 

 

平成 13年１月 18日 

 
雪害 死者１名 

 

 

平成 13年９月 10日～ 

 平成 13年９月 13日 
台風第 15号 

土木被害 １カ所 水産被害２カ所 

林業被害 １カ所 

111 

 

平成 14年３月９日 暴風 住家被害（一部破損） ４カ所 
1 

 

平成 14年 10月 1日～ 

 平成 14年 10 月 2日 
台風第 21号 

非住家被害（半壊）２カ所  

公立文教施設 １カ所 

1 
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災 害 年 月 日 災害の種類 災害の規模 
災害額 

(百万円) 

平成 16年 9 月 7日～ 

 平成 16年 9月 8 日 
台風第 18号 

土木被害２カ所 水産被害７カ所 

林業被害６カ所 文教施設１カ所 

商工業被害 64件 農業被害 

176 

平成 18年 9 月 18日 

 平成 18年 9月 19日 
台風第 13号 水産被害 1件 １ 

平成 18年 10月 7日～ 

 平成 18年 10 月 8日 
風水害 

住家被害（一部破損）１５カ所 

水産被害１８件 文教施設 1 カ所 

商工業被害７件 

18 

平成 19年 1 月 6日～ 

 平成 19年 1月 9 日 

強風・波浪 

 

住家被害（一部破損）２カ所 

非住家被害（全壊）1カ所 

土木被害２カ所 水産被害１件 

13 

平成 22年 7 月 28日～ 

 平成 22年 7月 30日 
大雨･洪水 

住家被害（一部破損）１カ所 

住家被害（床下浸水）２６カ所 

住家被害（床上浸水）３２カ所 

非住家被害（全壊）２６カ所 

土木被害１０カ所 水産被害１件 

林業被害１３カ所 衛生被害１カ所 

 

697 

平成 22年 8 月 7日～ 

 平成 22年 8月 9 日 
大雨･洪水 

住家被害（床下浸水）３カ所 

非住家被害（半壊）１カ所 

土木被害３カ所 公立文教被害１カ所 

林業被害１３カ所 衛生被害１カ所 

27 

平成 22年 8 月 23日～ 

 平成 22年 8月 24日 
大雨･洪水 土木被害３カ所  4 

平成 23年 9 月 1日～ 

 平成 23年 9月 8 日 

台風第１2号 

大雨・洪水 
林業被害４カ所  42 

平成 27年 10月 1日～ 

平成 27年 10月 2日 
強風・波浪 

農業被害３ヵ所 

土木被害４ヵ所 
不明 

平成 27年 10月 8日 台風 23号 

住宅被害（一部損壊）２７ヵ所 

農業被害８ヵ所 

土木被害６ヵ所 

0.5 

令和 2 年 11 月 19 日～

令和 2年 11 月 20日 
大雨・洪水 

住家被害（床下浸水）８ヵ所 

非住家被害（床上浸水）５ヵ所 

土木被害５ヵ所 

5.8 
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（参考）日本海側地域の地震発生状況 

本町の位置する、北海道の日本海側地域では、平成 5年の「北海道南西沖地震」をはじめ、マグニ 

チュード 7を上回る比較的規模の大きな地震が発生している。 

また、「北海道耐震改修促進計画」では、「北海道では他地域に比べ明治以前の地震の資料が極めて 

少ないため、道内のどの地域においても大規模な地震が発生する可能性があることに特に留意する必 

要がある」と指摘されていることから、大規模地震の発生に備えた事前の地震対策が求められており、 

本町においては、これらの地震に備えた対応が必要である。 
 

【日本海側地域の地震災害発生状況】 

発生年月日 
地震災害名 

緯度・経度 
規模 
（M） 

最大震度 
（現地調査による） 

被害状況 

天保 5年 2月 9 日 
（石狩川河口付近） 

石狩湾 
N  43°18′ 
E 141°24′ 

6.4 
6 石狩川河口付近（推定） 
5 札幌市の一部（推定） 

住家全壊 23、半壊 3 

大正 7年 5月 26日 
（留萌沖の地震） 

北海道西方沖 
N  44°12′ 
E 141°36′ 

5.8 （5 鬼鹿、幌延） 留萌郡鬼鹿村に小被害 

昭和 15年 8 月 2日 
（北海道西方沖の沖
地震） 

北海道西方沖 
N  44°22′ 
E 139°49′ 

7.5 

4 羽幌、（留萌、幌延、苫

小牧、岩内、乙部、神恵内、

南尻別、倶知安、京極、八

雲、徳舜別） 

津波、 
死者 10、 
住家全壊 26、半壊 7 

昭和 58年 5 月 26日 
「昭和 58年（1983年）
日本海中部地震」 

秋田県沖 
N  40°22′ 
E 139°04′ 

7.7 4 森、江差 
大津波、 
死者 4、負傷者 24、 
住家全壊 5、半壊 16 

平成 5年 7月 12日 
「平成 5 年（1993年）
北海道南西沖地震」 

北海道南西沖 
N  42°47′ 
E 139°11′ 

7.8 
6（奥尻） 
5 小樽、寿都、江差 

 

大津波 
死者 201、不明者 28、
負傷者 323、住家全壊
601、半壊 408 
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○ 資料9  警報・注意報発表基準一覧表 

 
令和8年5月28日現在 

発表官署 札幌管区気象台 
 

古平町 

府県予報区 石狩・空知・後志地方 

一次細分区域 後志地方 

市町村等をまとめた地域 後志北部 

特別警報 

レベル５大雨 

表面雨量指数基準 

別紙１－１のレベル５大雨特別警報の基準値以上
となる 1km格子がおおむね 30 個以上まと 
まって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想
される場合 

流域雨量指数基準 

別紙１－２のレベル５大雨特別警報の基準値以上
となる 1km格子がおおむね 20 個以上まと 
まって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想
される場合 

レベル５土砂災害 
60 分雨量及び土壌 
雨量指数基準 

別紙２－１の基準値以上となる 1km 格子がおおむ
ね 10 個以上まとまって出現し、さらに激しい 
雨が降り続くと予想される場合 

レベル５高潮 
水位（高潮予報区間 
に限る）又は潮位 

別紙４のレベル５高潮特別警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

暴風 
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上の台風や同程度の温帯低気
圧により暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上の台風と同程度の温帯低気
圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される 
場合 

大雪 
府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も
警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想さ 
れる場合 

波浪 
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上の台風や同程度の温帯低気
圧により高波になると予想される場合 

危険警報 

レベル４大雨 

表面雨量指数基準 
別紙１－３の対象格子において別紙１－１のレベ
ル４大雨危険警報の基準値に到達すること 
が予想される場合 

流域雨量指数基準 
別紙１－４の対象河川の格子において別紙１－２
のレベル４大雨危険警報の基準値に到達す 
ることが予想される場合 

レベル４土砂災害 
60 分雨量及び土壌 
雨量指数基準 

別紙２－２のレベル４土砂災害危険警報の基準値
に到達することが予想される場合（おおむ 
ね２時間先までに基準値に到達することが予想さ
れる場合に発表） 

レベル４高潮 
水位（高潮予報区間 
に限る）又は潮位 

別紙４のレベル４高潮危険警報の基準値に到達す
ることが予想される場合（基準値に到達す 
ることが予想される場合に、おおむね６時間前ま
でに発表） 

警 報 

レベル３大雨 

表面雨量指数基準 
別紙１－１のレベル３大雨警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

土壌雨量指数基準 
別紙１－２のレベル３大雨警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

複合基準*1 
別紙１－２のレベル３大雨警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

レベル３土砂災害 
60 分雨量及び土壌 
雨量指数基準 

別紙２－２のレベル４土砂災害危険警報の基準値
に到達することが予想される場合（おおむ 
ね３～６時間先に基準値に到達することが予想さ
れる場合に発表） 
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レベル３高潮 
水位（高潮予報区間 
に限る）又は潮位 

別紙４のレベル４高潮危険警報の基準値に到達す
ることが予想される場合（基準値に到達す 
ることが予想される場合に、おおむね 12時間前ま
でに発表） 

暴風 平均風速 
陸上 18ｍ/ｓ 

海上 25ｍ/ｓ 

暴風雪 平均風速 
陸上 16ｍ/ｓ 雪による視程障害を伴う 

海上 25ｍ/ｓ 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 50ｃｍ 

波浪 有義波高 6.0ｍ 

注意報 

レベル２大雨 

表面雨量指数基準 
別紙１－１のレベル２大雨警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

土壌雨量指数基準 
別紙１－２のレベル２大雨警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

複合基準*1 
別紙１－２のレベル２大雨警報の基準値に到達す
ることが予想される場合 

レベル２土砂災害 
60 分雨量及び土壌 
雨量指数基準 

別紙２－３のレベル２土砂災害注意報の基準値に
到達することが予想される場合 

レベル２高潮 
水位（高潮予報区間 
に限る）又は潮位 

別紙４のレベル４高潮危険警報の基準値に到達す
ることが予想される場合（基準値に到達す 
ることが予想される場合に、おおむね 18時間前ま
でに発表） 

強風 平均風速 
陸上 13ｍ/ｓ 

海上 15ｍ/ｓ 

風雪 平均風速 
陸上 11ｍ/ｓ 雪による視程障害を伴う 

海上 15ｍ/ｓ 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 30ｃｍ 

波浪 有義波高 3.0ｍ 

高潮 潮位 1.1ｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 70ｍｍ以上：24 時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 
陸上 200ｍ 

海上 500ｍ 

乾燥 最小湿度 30％ 実行湿度 60％ 

なだれ 
①24時間降雪の深さ 30ｃｍ以上 

②積雪の深さ 50ｃｍ以上で、日平均気温が 5℃以上 

低温 
5 月～10 月：（平均気温）平年より 5℃以上低い日が 2 日以上継続 

11 月～4 月：（最低気温）平年より 8℃以上低い 

霜 最低気温 3℃以下 

着氷 船体着氷：水温 4℃以下 気温-5℃以下で風速 8ｍ/ｓ以上 

着雪 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

レベル５氾濫特別警報・レベル４氾濫 
危険警報・レベル３氾濫警報・レベル 
２氾濫注意報の発表対象となる河川予 
報区のうち、古平町に関係する河川予 
報区名及び基準観測所名 

別紙３ 

*1表面雨量指数と流域雨量指数の組み合わせによる基準値を表しています。 
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○ 資料10  気象庁震度階級関連解説表 

（平成 21年 3月 気象庁） 
 

使用にあたっての留意事項 

 

（1） 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測

値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発

生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありま

せん。 

（2） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値で

あり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上

層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物のなかでも、階や場所によって揺れの強

さが異なります。 

（3） 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1 回あた

りの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況によ

り被害は異なります。  

（4） この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害のなかで、比較的多く見られるものを

記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。

また、それぞれの震度階級で示されているすべての現象が発生するわけではありません。 

（5） この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5 年程度で定期

的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合

わなくなった場合には変更します。  

（6） この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞

を用いています。 
 

用 語 意 味 

まれに 
わずか 
大半 
ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 
数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 
半分以上。ほとんどよりは少ない。 
全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 
が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないが
その数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使
われている場合に使用。 

 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震

度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています 
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● 人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度
階級 

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

0 人は揺れを感じないが、地震
計には記録される。 

－ － 

1 
屋内で静かにしている人の中
には、揺れをわずかに感じる
人がいる。 

－ － 

2 

屋内で静かにしている人の大
半が、揺れを感じる。眠ってい
る人の中には、目を覚ます人も
いる｡  

電灯などのつり下げ物が、わ
ずかに揺れる。 － 

3 

屋内にいる人のほとんどが、揺
れを感じる。歩いている人の中
には、揺れを感じる人もいる。
眠っている人の大半が、目を
覚ます。 

棚にある食器類が音を立てる
ことがある。 電線が少し揺れる。 

4 

ほとんどの人が驚く。歩いてい
る人のほとんどが、揺れを感じ
る。眠っている人のほとんど
が、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく
揺れ､棚にある食器類は音を
立てる。座りの悪い置物が、倒
れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を
運転していて、揺れに気付く人
がいる。 

5弱 大半の人が、恐怖を覚え、物
につかまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく
揺れ､棚にある食器類、書棚の
本が落ちることがある。座りの
悪い置物の大半が倒れる。固
定していない家具が移動する
ことがあり、不安定なものは倒
れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。電柱が揺れるのが
わかる。道路に被害が生じるこ
とがある｡ 

5強 
大半の人が、物につかまらな
いと歩くことが難しいなど、行
動に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本
で、落ちるものが多くなる。テレ
ビが台から落ちることがある。
固定していない家具が倒れる
ことがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロッ
ク塀が崩れることがある。据付
けが不十分な自動販売機が倒
れることがある。自動車の運転
が困難となり、停止する車もあ
る。 

6弱 立っていることが困難になる。 
固定していない家具の大半が
移動し、倒れるものもある｡ドア
が開かなくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下することがある。 

6強 
立っていることができず、はわ
ないと動くことができない。揺
れにほんろうされ、動くこともで
きず、飛ばされることもある。 

固定していない家具のほとん
どが移動し、倒れるものが多く
なる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下する建物が多くなる。補強
されていないブロック塀のほと
んどが崩れる。 

7 
固定していない家具のほとん
どが移動したり倒れたりし、飛
ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､
落下する建物がさらに多くな
る。補強されているブロック塀
も破損するものがある。 
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● 木造建物（住宅）の状況 

震度
階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

5 弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ
とがある。 

5 強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。 

6 弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ
とがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがあ
る。 
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることが
ある。倒れるものもある。 

6 強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが
多くなる。 
傾くものや、倒れるものが多くなる。 

7 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
まれに傾くことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1） 木造建物（住宅）の耐震性により 2つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、

概ね昭和 56年（1981年）以前は耐震性が低く、昭和 57年（1982年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、

構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が

決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2） この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地

を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすく

なる。」 

（注 3） 木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008年）岩手・宮城内

陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。  
 

● 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度
階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

5 強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・
亀裂が入ることがある。 

6 弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・
亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・
亀裂が多くなる。 

6 強 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・
亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状
のひび割れ・亀裂がみられることがある。 
1 階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの
がある。 

7 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・
亀裂がさらに多くなる。 
1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くも
のがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状
のひび割れ・亀裂が多くなる。 
1 階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの
が多くなる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56年（1981年）

以前は耐震性が低く、昭和 57年（1982年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面

的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるも

のではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられること

がある。  
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● 地盤・斜面等の状況 

震度
階級 

地盤の状況 斜面等の状況 

5 弱 
亀裂※1や液状化※2が生じることがある。 落石や崖崩れが発生することがある。 

5 強 

6 弱 地割れが生じることがある。 崖崩れや地滑りが発生することがある。 

6 強 
大きな地割れが生じることがある。 崖崩れが多発し、大規模な地滑りや山体の崩

壊が発生することがある※3。 
7 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や

地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするな

どの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地滑りや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量の

崩壊土砂が土石流化することもある。 

● ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の 
停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度 5弱程度以上の揺れで遮断装置
が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。 

断水、停電の
発生 

震度 5弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、 
高速道路の 
規制等 

震度 4程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、
運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確
認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の
障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット
等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）
が起こることがある。そのための対策として、震度 6 弱程度以上の揺れがあった地震な
どの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供
が行われる。 

エレベーター
の停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度 5弱程度以上の揺れがあった場合、安全の
ため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※ 震度 6強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。 

● 大規模構造物への影響 

長周期地震動※によ
る超高層ビルの揺

れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて
地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対し
ては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱い OA 機器などが
大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる
可能性がある。 

石油タンクの 
スロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる
現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがあ
る。 

大規模空間を有す
る施設の天井等の

破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大
きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落する
ことがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の

固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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〔 災害危険箇所 〕 

○ 資料11  重要水防区域 

（平成 25年 4月現在） 

番号 

危険区域 予想される被害 整備計画 

地区
名 

水系名 河川名 
流心距
離(km) 

危険区
域延長
(km) 

災害の
要因 

住家 
(戸) 

公共施設 
(棟) 

その他 実施機関 概要 

１ 

古平
中学
校地
先 

古平川 
２級 
古平川 

河口か
ら 3.0 

両岸 
1.000 

溢水 108 

古平中学校
1 

古平海洋セ
ンター 

1 

－ 
道 

(土木部) 
－ 

２ 
清住
水見
地先 

チョペ
タン川 

普通 
チョペ
タン川 

河口か
ら 1.5 

両岸 
500 

溢水 34 － 
畑 

0.5ha 
町 － 

 

○ 資料12  重要水防区域図 
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○ 資料13  土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊） 

図番号 箇所番号 箇 所 名 市町村名 工事有無 指定年月日 

1 Ⅰ-1-296-833 古平沖町 2 古平町  H30.3.13 

2 Ⅰ-1-297-834 古平沖町 3 古平町  H30.3.13 

3 Ⅰ-1-298-835 古平沢江町 1 古平町  H28.10.25 

4 Ⅰ-1-299-836 古平沢江町 2 古平町  H28.10.25 

5 Ⅰ-1-300-837 古平浜町 3 古平町  H28.10.25 

6 Ⅰ-1-301-838 古平港町 1 古平町 有 H28.10.25 

7 Ⅰ-1-302-839 古平港町 3 古平町 有 H28.10.25 

8 Ⅰ-1-303-840 古平港町 1 古平町  H28.10.25 

9 Ⅰ-1-304-841 古平港町 5 古平町 有 H30.3.13 

10 Ⅰ-1-305-842 古平港町(1) 古平町  H30.3.13 

11 Ⅰ-1-306-843 古平港町(2) 古平町  H30.3.13 

12 Ⅰ-1-307-844 古平港町 6 古平町  H30.3.13 

13 Ⅰ-1-308-845 古平新地町 古平町  H30.3.13 

14 Ⅰ-1-309-846 古平丸山町 古平町  H28.10.25 

15 Ⅱ-1-99-652 古平沖町 1 古平町  H30.3.13 

16 Ⅱ-1-634-653 古平歌棄町 1 古平町  H28.10.25 

17 Ⅱ-1-635-654 古平歌棄町 2 古平町  H28.10.25 

18 Ⅱ-1-636-655 古平浜町 2 古平町  H28.10.25 

19 Ⅱ-1-637-656 古平浜町 4 古平町  H27.4.14 

20 Ⅱ-1-638-657 古平浜町 5 古平町  H27.4.14 

21 Ⅱ-1-639-658 古平郡来町 1 古平町  R1.11.12 

22 Ⅱ-1-640-659 古平郡来町 2 古平町  H27.4.14 

23 Ⅱ-1-107-660 古平郡来町 3 古平町  H30.3.13 

24 Ⅲ-1-817-360 古平浜町 古平町  H28.10.25 

古平町 計 24箇所 
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○ 資料14  土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）位置図  
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○ 資料15  土砂災害警戒区域等（土石流） 

図番号 渓流番号 渓流名 市町村名 工事有無 指定年月日 

土 001 Ⅰ-13-0340 港町西の沢川 古平町  H30.3.13 

土 002 Ⅰ-13-0350 新地西の沢川 古平町  H27.4.14 

土 003 Ⅰ-13-0370 丸山の川 古平町  R3.10.19 

土 004 Ⅱ-13-0280 キャンプ場の沢川 古平町  H28.10.25 

土 005 Ⅱ-13-0290 堤の沢川 古平町  R1.11.12 

土 006 Ⅱ-13-0300 関口の沢川 古平町  H28.10.25 

土 007 Ⅱ-13-0310 徳山の沢川 古平町  H28.10.25 

土 009 Ⅱ-13-0330 港町東の沢川 古平町  H30.3.13 

土 010 Ⅱ-13-0360 佐々木の川 古平町  H30.3.13 

古平町 計 9 渓流 

 

○ 資料16  土砂災害警戒区域等（土石流） 
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○ 資料17  土砂災害警戒区域（地すべり） 

図番号 箇所番号 

危険区域の現状 予想される被害 
法指定年
月日 区域名 場所 

危険区域面積
(ha) 

住家 
(戸) 

道路 

１ 1-22-87 新地町 字新地 16.0 15 
町道小松通線 247ｍ 
町道栄通線 86ｍ 

R3.3.16 

２ 1-23-88 本 陣 字本陣 201.4 287 

町道西大通線  634ｍ 
町道中央栄町線 160ｍ 
町道小学校通線 409ｍ 
町道浜町清丘線 558ｍ 

H2 9 . 2 . 2 4 

３ 1-24-89 六志内 字六志内 28.0 － 道々998号 4,800ｍ R3.3.16 

４ 1-25-90 泥の木 字泥の木 27.0 10 道々980号 650ｍ R3.3.16 

５ 1-26-91 
クンケノ

沢 
字クンケ 42.0 － － R3.3.16 

６ 1-27-92 栄 町 字桂ノ沢 11.0 － 町道栄冷水川線 745ｍ H2 9 . 2 . 2 4 

７ 1-28-93 ガロノ沢 
字ガロノ

沢 
8.8 －  R3.3.16 

 

○ 資料18  土砂災害警戒区域（地すべり） 
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○ 資料19  急傾斜地崩壊危険区域 

（平成 25年 4月現在） 

急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律） 

番
号 

危険区域の現況 予 想 さ れ る 被 害 

地区名 場所 
危険区域 
面積(ha) 

住家（戸） 公共施設（棟） 道 路 その他 

1 港町 横川宅～大地宅 1.0 13 － 国道 229号  

2 港町 高橋宅～村角宅 0.5 45 みなと保育所 町道汐見通道  

3 新地町 石塚宅～成田宅 0.7 60 － 新地通学線  

4 新地町 旧高校地先 1.3 2 － 新地通学線  

5 
新地町 
～丸山町 

斉藤宅～富川宅 4.35 31 西部地区住民集会所 町道丸山通線  

6 群来町 浜谷宅～木村宅 1.7 5 － 国道 229号  

7 沖町 田畑地先 4.08 25 簡易水道 
町道沖通線 
国道 229号 

 

8 沢江町 上町地先 3.76 30 沢江公民館 
町道上町通道 
国道 229号 

 

9 沢江町 民宿「大雪」地先 0.91 2 － －  

10 浜町 中島地先 0.6 7  町道西大通線  

11 港町 チョペタン 2.8 7 町営住宅 14棟 町道浜町清丘線  

12 港町 港町 2.28 18 厳島神社 国道 229号  

13 港町 成田地先 0.75 15 － 国道 229号  

14 新地町 岩淵地先 0.5 4 －   

15 歌棄町 長谷川水産地先 0.3 2 町有資料倉庫 町道浜町歌棄線  

○ 資料20  急傾斜地崩壊危険区域図 
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○ 資料21  地滑り危険地区 

調査地区番号 
市町村 406 

地区 1 

保安林等 土流 

地すべり防止区域 有 

他の法令等の指定   

荒廃状況 無 

危険地区の危険度 C 

面積(ha) 6 

治山事業進捗状況 無 

位置 

市町村 古平町 

大字 浜町 

字  
 

公共施設等 

人家 50戸以上  
 

人家 49～10 戸  
 

人家 9～5戸  
 

人家 4戸以下 2 

(道路除く）公共施設 0 

道路 道 

被災危険度 c2 

自然条件（最高点メ

ッシュによる） 

地質区分 ﾗﾝｸ d 

岩石の種類 ﾗﾝｸ d 

地質の走行 ﾗﾝｸ   

岩石の風化変質 ﾗﾝｸ   

断層・破砕帯 ﾗﾝｸ   

表層土の土 ﾗﾝｸ   

滑落崖陥没隆起亀裂崖 ﾗﾝｸ d 

沼地湿地湧出水 ﾗﾝｸ d 

立木の異常 ﾗﾝｸ   

地すべり活動 ﾗﾝｸ   

地すべり危険度 c1 
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○ 資料22  山地災害危険地区 

１ 山腹崩壊地区 
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２ 崩壊土砂流出危険地区 
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○ 資料23  山地災害危険地区図 
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○ 資料24  砂防施設 

番号 級 水系名 河川名 工種 施行年度 

余 1 2 級 沖村川 沖村川 砂防えん堤 S40～S41 

余 5 普通 古平川 稲倉石川 砂防えん堤工 S44～ 

余 14 普通 丸山川 新地西の沢川 砂溜工 H13～H18 

 

○ 資料25  地滑り防止施設 

番号 地 区 名 主要工種 施行年度 

余 18 古平泥の木 集水井工 H05～H11 

 

○ 資料26  急傾斜地崩壊防止施設 

番号 地 区 名 主要工 施行年度 

余 20 古平港町１ 土留柵工 H03～H13 

余 21 古平港町 2     

余 22 古平港町 3     

余 23 古平港町 4     

 

○ 資料27  雪崩対策施設 

番号 地 区 名 主要工 施行年度 

余 26 古平港町４ 予防柵 H15～ 
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○ 資料28  危険物所在一覧 

（平成 26年 6月現在） 

危険物取扱者名 

又は 

危険物貯蔵施設名 

製

造

所

等 

取扱地 

又は貯蔵地 

貯蔵取扱危険物 指定 

数量 

の 

倍数 

備考 
種別

（類

） 

品名 
数量

（ℓ） 

古平町立古平中学校 
地 浜町 358番地外 4 ３（重油） 6,000  3  

地 同上 4 ２（灯油） 1,500  1.5  

古平町高齢者複合施設 一 浜町 893番地 4 ２（灯油） 6,000  6 

階層住宅

等の燃料

供給施設 

元気プラザ 地 浜町 644番地他 4 ３（重油） 8,000  4  

古平町クリーンセンター 地 沢江町字堤ﾉ沢 367-1 4 ２（灯油） 2,000  2  

中村商店 移 浜町 173番地 4 ２（灯油） 3,000  3  

横山石油 

給 沢江町 2番地 4 

１（ガソリン） 9,600  67.6  

２（灯油） 10,000   

２（軽油） 9,600   

移 同上 4 ２（灯油） 3,000  3  

移 同上 4 
２（軽油） 1,500  3.5  

２（灯油） 2,000   

東しゃこたん 

   

外

タ 
港町国有埋立地 4 ３（重油） 

200,00

0  
100 

 

船

給 
港町 419番地先国有地 4 ３（重油） 

200,00

0  
100 

 

船

給 

入船町 110 番地先国有

地 
4 ２（軽油） 19,000  19 

中央埠頭

地下タン

クの払い

出し 

内 入船町番外地 4 

４（エンジンオイ

ル） 
14,000  

2.

6 

 

３（クーラント） 500   

３（中和剤） 600   

有限会社 

天丸木村燃料店 

一 本町 29番地 4 ２（灯油） 10,000  10 小口詰替 

一 本町 5番地 4 ２（灯油） 2,000  2 小口詰替 

移 本町 29番地 4 ２（灯油） 3,000  3   

有限会社 小野寺商店 
一 浜町 892番地 4 ２（灯油） 10,000  10 小口詰替 

移 浜町 78番地 4 ２（灯油） 2,000  2  

小樽掖済会病院附属古平

診療所 
地 浜町 644番地他 4 ３（重油） 5,000  2.5 

 

渡辺商店 移 浜町 161番地 4 ２（灯油） 2,000  2  

梅野豊子（旧丸正梅野商店

） 

地 浜町 22番地 4 ２（灯油） 50,000  50 休止中 

給 同上 4 
１（ガソリン） 9,500  57 

休止中 
２（軽油） 9,500  

岩谷電機店 

一 同上 4 ２（灯油） 9,900  9.9  

一 新地町 58番地 1 4 ２（灯油） 10,000  10 小口詰替 

移 同上 4 ２（灯油） 3,600  3.6  

杉商株式会社 

岩井古平給油所 

給 港町 334番地 4 

１（ガソリン） 9,600  

67.2 

 

２（軽油） 9,600   

２（灯油） 9,600   

移 港町 336番地 4 ２（軽油） 1,000  3  
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○ 資料29  高波、高潮等危険区域 

番
号 

危 険 区 域 の 現 状 予 想 さ れ る 被 害 法 令 等 に お け る 指 定 状 況 整 備 計 画 

市
町
村
名 

海
岸
名 

海
岸
線
危
険
区
域
延
長(

ｍ) 

指
定
済
延
長(

ｍ) 

海
岸
保
全
施
設
の
あ
る
区
域
延
長(

ｍ) 

災
害
の
要
因 

住
家(

戸) 

公
共
施
設(

棟) 

道
路 

そ
の
他 

指
定
機
関 

法
令
名 

指
定
年
月
日 

指
定
番
号 

危
険
区
域
と
の
関
連 

実
施
機
関 

概
要 

全
部 

一
部 

１ 
古平

町 

古平

漁港 
3,150 950 96 

高波波

高４ｍ 
11 － 

町道入船

通線 
－ 道 海岸法 

Ｓ34 

2.26 
265 ○  

道 

土木部 
 

２ 
古平

町 
浜町 1，310 600 677 

高波 

高潮 
26 － 

町道浜町

歌棄線 
－ 道 海岸法 

Ｓ36 

5.30 
1,228 ○  

道 

土木部 
 

３ 
古平

町 

沢江

町 
740 600 677 

高波 

高潮 
 － 

町道浜町

歌棄線 
－ 道 海岸法 

Ｓ36 

5.30 
1,228 ○  

道 

土木部 
 

４ 
古平

町 

歌棄

町 
1，720 263 677 

高波 

高潮 
2 

町有資

料倉庫

1 

国道 229

号 

町道浜町

歌棄線 

－ 道 海岸法 
Ｓ48 

8.1 
2,508 ○  

道 

土木部 
 

５ 
古平

町 
沖町 500 － － 

高波 

高潮 
14 

沖町住

民集会

所 １ 

国道 229

号 
－       

道 

土木部 
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○ 資料30  古平川浸水想定区域 
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〔 物資・資機材 〕 

○ 資料31  集積拠点の指定 

① 古平小学校 

② 多目的運動広場防災備品庫 

③ ほほえみくらす 

④ 温泉交流広場防災備品庫 

⑤ 古平町中心拠点誘導複合施設 防災棟 
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〔 避 難 場 所 〕 

○ 資料32  指定緊急避難場所 

32-1 指定緊急避難場所（建築物） 

（令和５年４月現在） 

 

番

号 
施設名 住所 

災害種による可否 

指
定
避
難
所
と
重
複 

収
容
人
数 

洪
水 

崖
崩
れ
・
土
石
流
・
地
滑
り 

高
潮 

地
震 

津
波 

1 ふるびら温泉「しおかぜ」 新地町 90番地 1 ○  ○ ○ ○ ○ 68 

2 漁港会館 港町 439 番地１ ○ ○     212 

3 幼児センターみらい 丸山町 29番地 ○  ○ ○    278 

4 
中心拠点誘導複合施設 

「かなえーる」 
浜町 50番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 477 

5 古平小学校 浜町 370 番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,238 

6 古平中学校 浜町 385 番地  ○ ○ ○   1,578 

7 ほほえみくらす 浜町 893 番地 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,500 

8 明和地区集会所 浜町 1099番地 54 ○ ○ ○   ○  60 

9 武道館 浜町 158 番地の 1 ○ ○ ○ ○    209 

10 海洋センター 浜町 1715番地 1   ○ ○ ○    811 

11 福祉センター 浜町 711 番地 ○ ○ ○ ○   ○ 436 

12 元気プラザ 浜町 644 番地 ○ ○ ○ ○   ○ 161 

13 ふれあいセンターさわえ 沢江町 5 番地 6 ○ ○ ○ ○    67 

14 沖町住民センター 沖町 15番地 ○ ○ ○ ○ ○  124 

15 れい明会館 歌棄町 204番地 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 330 

16 いこいの家 歌棄町 204番地 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 195 

17 
多機能型地域住民活性化ス

テーション結（ゆい） 
浜町 15番地 1   ○   ○    45 
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32-2 指定緊急避難場所（屋外） 

（平成 26年 10 月現在） 

番

号 
施設・場所名 住所 

災害種による可否 

収
容
人
数 

備 

考 

洪
水 

崖
崩
れ
・
土
石
流
・
地
滑
り 

高
潮 

地
震 

津
波 

1 みなと公園 港町 421 番地 ○ ○      －  

2 旧みなと保育所広場 港町 382 番地 ○   ○ ○ ○ －  

3 温泉交流広場 新地町 80番地 1 ○ ○ ○ ○ ○   

4 まるやま公園 丸山町 92番地 ○ ○ ○    －  

5 みどり公園 本町１番地 ○ ○ ○    －  

6 
古平小学校グラウ

ンド 
浜町 370 番地 ○ ○ ○ ○ ○ －  

7 きよおか公園 浜町 379 番地 ○   ○ ○ ○ －  

8 文化会館広場 浜町 40番地の 4 ○ ○ ○ ○ ○ －  

9 あけぼの公園 浜町 180 番地 1   ○ ○    －  

10 さかえ公園 浜町 455 番地 1   ○ ○    －  

11 中島グラウンド 浜町 1715番地 1   ○ ○    －  

12 
ほほえみくらすグ

ラウンド 
浜町 893 番地 5 ○ ○ ○ ○ ○ －  

13 
古平中学校グラウ

ンド 
浜町 385 番地   ○ ○     －  

14 パークゴルフ場 浜町 711 番地 ○ ○ ○ ○ ○ －  

15 さわえ公園 沢江町 649番地   ○ ○    －  

16 家族旅行村 歌棄町 44番地 ○   ○  ○  ○ －  

17 多目的運動広場 浜町 932 番地 ○ ○ ○ ○ ○ －  

18 
沖町簡易水道浄水

場前広場 
沖町 57番地 ○ ○ ○ ○ ○ －  

19 れい明グラウンド 歌棄町 204番地 8 ○ ○ ○ ○ ○ －  
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○ 資料33  指定避難所 

（令和５年４月現在） 

番

号 
施設・場所名 住所 

管理担当

連絡先 

指
定
緊
急
避
難
場
所
と
の
重
複 

福
祉
避
難
所
と
の
重
複 

収
容
人
員 

備 
 

考 

1 
ふるびら温泉「しお

かぜ」 
新地町 90番地の 1 42-2290 ○  68  

2 
中心拠点誘導複合施

設「かなえーる」 
浜町 50番地 42-2181 ○  477  

3 古平小学校 浜町 370 番地 42-2138 ○  1,238  

4 ほほえみくらす 浜町 893 番地 5 42-2500 ○ ○ 1,500  

5 地域福祉センター 浜町 711 番地 42-2833 ○ ○ 436  

6 元気プラザ 浜町 644 番地 42-2182 ○ ○ 161  

7 れい明会館 歌棄町 204番地 9 42-4500 ○  330  

8 共働の家 歌棄町 204番地 9 42-4500  ○ 75  

9 いこいの家 歌棄町 204番地 9 42-4300 ○ ○ 195  

10 
いきいき生活支援セ

ンター風花 
浜町 645 番地 41-2850  ○ 75  

11 ぷらっとほーむ 浜町 106 番地 42-3820  ○ 73  

 

○ 資料34  福祉避難所 

（平成 26年 10 月現在） 

番号 施設名 住所 電話番号 

1 ほほえみくらす 浜町 893 番地 5 42-2500 

2 地域福祉センター 浜町 711 番地 42-2833 

3 元気プラザ 浜町 644 番地 42-2182 

4 共働の家 歌棄町 204番地 9 42-4500 

5 いこいの家 歌棄町 204番地 9 42-4300 

6 いきいき生活支援センター風花 浜町 645 番地 41-2850 

7 ぷらっとほーむ 浜町 106 番地 42-3820 
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〇資料 35 地域津波避難計画で指定された津波指定緊急避難場所 

（平成 30年 3月現在） 

番号 津波指定緊急避難場所 

１ 琴平神社下 

２ 旧北進鉱業跡地 

３ 治山施設（階段） 

４ 厳島神社境内 

５ 正隆寺 

６ 北楯宅周辺 

７ パークゴルフ場 

８ 澤口宅周辺 

９ 旧沢江住宅裏山 

10 久保田宅裏山 

11 竹浪宅裏山 

12 吉田宅裏山 

13 家族旅行村 

14 米田宅裏山 

15 旧沖町小学校向い裏山 

16 旧沖町簡易水道浄水場前広場 

17 旧みなと保育所跡地 
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〔 通信・輸送 〕 

○ 資料36  緊急通行車両確認証明書 

第      号  年   月   日 

緊急通行車両確認証明書 

   知 事 ○印  

   公安委員会 ○印  

番 号 標 に 表 示 
されている番号 

 

車 両 の 用 途 
（緊急輸送を行う車
両にあたっては、輸送
人 員 又 は 品 名 ） 

 

使用者 
住 所 

 
 

      （   ）   局 

氏 名  

輸 送 日 時  

輸 送 経 路 
出発地 目的地 

  

備     考   

備考 用紙は、日本工業規格 A5とする。 
 

○ 資料37  緊急通行車両標章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 色彩は、記号を黄色、縁および「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」および「日」の文

字を黒色、登録（車両）番号ならびに年、月および日を表示する部分は白色、地は銀色とする。 

2 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

3 図示の長さの単位はセンチメートルとする。 

 

21cm 

15cm 

登録(車両)番号 

緊 急 
 

有効期限    □年□月□日 
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○ 資料38  北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続要領 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要領は、北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱第 15 条第 3 項及び北海道消防防災ヘ

リコプター緊急運航要領第 4 条ただし書の規定に基づき、救急患者の緊急搬送についての必要な手続

等を定めるものとする。 

（手続） 

第 2条 救急患者の緊急搬送に係る各機関の手続は、次によることとする。 

（1） 依頼病院等 

ア 依頼病院等は、救急患者の緊急搬送が必要であると判断した場合は、受入医療機関を確保した後、

あらかじめ総務部危機対策局危機対策課防災航空室（以下「航空室」という。）に連絡するものとす

る。 

 この場合における連絡は、様式第 1 号によりファクシミリを使用して行うとともに、送付後、必ず電

話により到着の確認等を行うものとする。 

イ 依頼病院等は、航空室に連絡した後、当該市町村（消防の一部事務組合を含む。以下「市町村等」

という。）に救急患者の緊急搬送を要請するものとする。この場合の要請方法は、アの例によるもの

とする。 

ウ 依頼病院等は、市町村等から運航の可否・運航スケジュール等の連絡を受けた場合は、その内容を

受入医療機関へ連絡するものとする。 

（2） 市町村等 

ア 市町村等は、依頼病院等からヘリコプターの出動要請を受けたとき又は生命が危険な傷病者を搬送

する必要があると認められる場合は、航空室へヘリコプターの出動を要請し、その後関係総合振興局

又は関係振興局にその旨を連絡するものとする。 

 これらの場合における要請は、電話により行うとともに、様式第 1号によりファクシミリを使用して

行うものとする。 

イ 市町村等は、依頼病院等からヘリコプターの出動要請を受けた場合を除き、受入医療機関の確保を

行うものとする。 

ウ 市町村等は、ヘリコプターの離着陸場を確保しその安全対策を講ずるとともに、救急自動車等の手

配を行うものとする。 

エ 市町村等は、航空室から運航の可否・運航スケジュール等の連絡を受けた場合は、その内容を依頼

病院等に連絡するものとする。 

（3） 航空室 

ア 航空室は、依頼病院等から連絡を受けた場合は、消防防災ヘリコプターの出動準備を開始するもの

とする。 

イ 航空室は、市町村等からヘリコプター出動の要請を受けた場合は、出動の可否について判断し、そ

の結果を市町村等に連絡するとともに、関係総合振興局又は関係振興局にその旨を連絡するものとす

る。 

ウ 航空室は、給油及び夜間等の空港使用（航空保安施設の運用等）が必要な場合は、市町村等と連絡

調整を行うものとする。 

（他の機関への要請等） 

第 3条 航空室は、市町村等からヘリコプター出動の要請を受け消防防災ヘリコプターが運航できない

場合は、北海道警察本部（航空隊）、札幌市（消防局）、陸上自衛隊北部方面総監部、航空自衛隊第二

航空団司令部及び第一管区海上保安本部に対し、必要な情報を提供するものとする。この場合におけ

る情報提供の方法は、様式第 1号によりファクシミリを使用して行うものとする。 

2 航空室は、消防防災ヘリコプターが運航できない場合は、前項に規定する機関に対し、航空機の出

動を要請するものとする。 

（付添人の搭乗） 
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第 4条 医師が付添人を必要と認めた場合は、原則として 1名に限り搭乗させることができるものとす

る。この場合において、付添人は、あらかじめ様式第 2 号の誓約書を機長に提出するものとする。 

（その他） 

第 5条 この要領に定めるもののほか、ヘリコプターの出動に関し必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成  8年 7月 1日から施行する。 

この要領は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

この要領は、平成 19年 6月 1日から施行する。 

この要領は、平成 22年 4月 1日から施行する。 
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〔 応急・復旧 〕 

○ 資料39  「被災者生活再建支援法」に基づく支援（被災者生活再建支援制度） 

 内容・資格・条件等 

目的 

 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対しであって、経済的理由等に

よって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から

拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生

活の開始を支援することを目的とする。 

制度の対象と

なる自然災害 

（1）対象となる自然災害 

①災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は 2号に該当する被害が発生した市町村に

おける自然災害 

②10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

③100 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

④①又は②の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊 5 世帯以上の被害が発

生した市町村（人口 10万未満）における自然災害 

⑤③又は④の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、①、②、③のいずれかに隣

接し、全壊 5世帯以上の被害が発生した市町村（人口 10 万未満）における自然災

害 

⑥①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が 2 以上ある場合に、 

全壊 5世帯以上の被害が発生した市町村（人口 5 万以上 10 万未満） 

                                にお 

全壊 2世帯以上の被害が発生した市町村（人口 5 万未満） 

   ける自然災害 

 

（2）支援対象世帯 

・住宅が全壊した世帯 

・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯

（大規模半壊世帯） 

・住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模

半壊世帯） 

支援金の 

支給額 

※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額 

 基礎支援金 加算支援金 
計 

 (住宅の被害程度) （住宅の再建方法） 

①全壊 
（損害割合 50％以上） 

100万円 

建設・購入 200万円 300万円 

②解体 補修 100万円 200万円 

③長期避難 賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円 

④大規模半壊 
（損害割合40％台） 

50万円 

建設・購入 200万円 250万円 

補修 100万円 150万円 

賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円 

⑤中規模半壊 
（損害割合30％台） 

－ 

建設・購入 100万円 100万円 

補修 50万円 50万円 

賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円 

補助金の交付  被災者生活再建支援法人が支給する支援金の 2 分の 1 に相当する額を国が補助 
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〔 条例・協定等 〕 

○ 資料40  古平町防災会議条例 

昭和 37 年 12 月 20 日条例第 20

号 

改正 

昭和 57年 10月 1日条例第 21号 

平成 5年 9月 29日条例第 12 号 

平成 10年 9月 28日条例第 21号 

平成 12年 3月 28日条例第 27号 

平成 24年 9月 26日条例第 13号 

平成 29年 9年 21日条例第 21号 

（趣意） 

第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第 16条第 6項の

規定に基づき、古平町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目

的とする。 

（所掌事務） 

第 2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 古平町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、町長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(3) 教育長 

(4) 北後志消防組合の職員のうちから町長が任命する者 

(5) 北後志消防組合の消防団長のうちから町長が任命する者 

(6) 指定地方行政機関又は指定公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(7) 北海道知事の部内の職員のうち町長が任命する者 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

6 前項第 1 号、第 2 号、第 6号、第 7号及び第 8 号の委員の定数は、1号については 2 人、2号について

は 5人、6号については 3人以内、7号及び 8 号については 2 人とする。 

（専門委員） 

第 4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（議事等） 

第 5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が

防災会議に諮って定める。 

（災害対策本部の設置） 

第 6条 法第 23条第 1項の規定による災害対策本部の設置についての意見は、会長に委任する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 57年 10 月 1日条例第 21 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成 5 年 9月 29日条例第 12 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 10年 9月 28日条例第 21 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年 3月 28日条例第 27 号） 

この条例は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 24年 9月 26日条例第 13 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 29年 9月 21日条例第 21 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○ 資料41  古平町防災会議運営規程 

 
昭和 38年 1 月 17日規程第 1 号 

改正 

平成 20年 3月 26日訓令第 13号 

（趣旨） 

第 1 条 古平町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営について、災害対策基本法（昭和 36 年法

律第 223 号）、災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）及び古平町防災会議条例（昭和 37

年古平町条例第 20 号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（会長の職務代理） 

第 2条 防災会議の会長（以下「会長」という。）に事故があるときは防災会議委員（以下「委員」とい

う。）である古平町副町長がその職務を代理する。 

（防災会議の招集） 

第 3条 防災会議は、会長が招集する。 

2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。 

（議事） 

第 4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することはできない。 

（会長への委任） 

第 5条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 20年 3月 26日訓令第 13 号） 

この訓令は、発令の日から施行する。 
 
 



- 42 - 

 

○ 資料42  古平町災害対策本部条例 

 
昭和 37 年 12 月 20 日条例第 21

号 

改正 

平成 12年 3月 28日条例第 13号 

平成 24年 9月 26日条例第 14号 

（目的） 

第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23条の 2第 8項の規定に基づき、古

平町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第 2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部の設置） 

第 3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第 4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策

副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第 5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年 3月 28日条例第 13 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24年 9月 26日条例第 14 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○ 資料43  災害情報等報告取扱要領 

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより災害情報及び被

害状況報告（以下「災害情報等」という。）を所轄総合振興局長又は振興局長に報告するものとする。 

１ 報告の対象 

災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。 
(1) 人的被害、住家被害が発生したもの。 

(2) 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの。 

(3) 災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの。 

(4) 災害が当初軽微であっても、今後拡大し、発展するおそれがある場合、又は広域的な災害で当該

市町村が軽微であっても総合振興局又は振興局地域全体から判断して報告を要すると認められるも

の。 

(5) 地震が発生し、震度４以上を記録したもの。 

(6) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認められるもの。 

(7) その他特に指示があった災害。 

２ 報告の種類及び内容 

(1) 災害情報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表１の様式により速やかに報告すること。こ

の場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告すること。 

(2) 被害状況報告 

被害状況報告は、次の区分により行うものとする。 

ただし、指定行政機関及び指定公共機関の維持管理する施設等（住家を除く)については除くものと

する。 

ア 速報 

被害発生後、直ちに別表２の様式により件数のみ報告すること。 

イ 中間報告 

被害状況が判明次第、別表２の様式により報告すること。 

なお、報告内容に変更を生じたときは、その都度報告すること。 

ただし、報告の時期等について特に指示があった場合はその指示によること。 

ウ 最終報告 

応急措置が完了した後、15日以内に別表２の様式により報告すること。 

(3) その他の報告 

災害の報告は、(1)及び(2)によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報告を行うものとす

る。 

３ 報告の方法 

(1) 災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話又は無線等により迅速に行うものとす

る。 

(2) 被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。 

総合振興局又は振興局においては、管内市町村分を別表３の集計表によりとりまとめ、道（危機対

策課）に報告するものとし、市町村から報告のあった別表２の写を添付するものとする。 

４ 被害状況判定基準 
被害状況の判定基準は、別表４のとおりとする。 
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○ 資料44  北海道災害対策現地合同本部設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策現地合同本部（以下「現地合同本部」という。）の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 現地合同本部は、大規模な災害が発生した際に、防災機関が相互に協議し、現地において災害対

策を連携し行うことが必要なときに設置するものとする。 

２ 現地合同本部が設置された場合は、知事は、防災関係機関の長に対し、本部員の派遣を要請するも

のとする。 

３ 派遣要請を受けた防災機関の長は、当該機関の役員及び職員のうちから本部員を指名し、現地合同

本部に常駐させるものとする。 

４ 災害状況等により必要な場合は、災害発生地域の防災関係機関による地方災害対策現地合同本部

（以下、地方現地合同本部という。）を設置することができるものとする。 

５ 現地合同本部及び地方現地合同本部（以下、現地本部等という。）には、必要に応じて班を置くこ

とができるものとする。 

（任務） 

第３条 現地合同本部等は、次に掲げる事項を相互に協議し、処理するものとする。 

(1) 災害に関する情報収集に関すること。 

(2) 災害対策の連絡、調整及び実施に関すること。 

(3) 被災者の救助・救出方法に係る検討、調整及び実施に関すること。 

(4) 被災者の応急措置及び被災者家族等のケアの調整に関すること。 

(5) 災害に関する広報及び関係者に対する状況説明の調整に関すること。 

(6) その他必要な事項について調整を図ること。 

（現地合同本部の組織） 

第４条 現地合同本部は、本部長、副本部長、班長及び本部員をもって組織する。 

２ 現地合同本部の本部長は、北海道の職員の内から知事が指名する職員をもって充てる。 

３ 副本部長及び班長は、本部長が北海道防災会議構成機関との速やかに調整の上、本部員の内から指

名する者をもって充てる。 

４ 本部員は、知事が北海道の職員のうちから指名したもの及び防砂関係機関の長が該当機関の役員及

び職員のうちから指名したものをもって充てる。 

（地方現地合同本部の組織） 

第５条 地方現地合同本部は、本部長、副本部長、班長及び本部員をもって組織する。 

２ 地方現地合同本部の本部長は、災害地域を所管する支庁の職員のうちから、知事が指名する職員を

もって充てる。 

３ 副本部長及び班長は、本部長が支庁地域災害対策連絡協議会構成機関と速やかに調整の上、本文の

うちから指名するものをもって充てる。 

４ 本部員は、該当地域の支庁長（地方部局長）が指名した職員及び防災関係機関の長が指名した当該

地域を所管する出先期間等の役員及び職員をもって充てる。 
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（情報伝達系統等） 

第６条 現地合同本部等の設置に関する情報伝達系統及び現地合同本部等の業部分担は、別紙のとおりと

する。 

（非常災害現地対策本部との連携） 

第７条 国の非常災害現地対策本部が設置された際は、これと連携し、一体的に活動するものとする。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、現地合同本部の運営等に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

現地合同本部等の業務分担（別紙） 

班 担当 内容 主な担当機関 

総務班 総務担当 現地合同対策本部の庶務 
北海道、市町村、通信関係機関、施設管
理者 

 調整担当 関係機関の調整（応援・協力の要請） 北海道、市町村、気象台 

住民対応班  被災家族への対応等 北海道、市町村、施設管理者 

広報班  報道対応、住民への情報提供 
北海道、市町村、防災関係機関、施設管
理者 

医療班 応急措置対応 被災者のトリアージ、応急処置等 北海道、消防、医師会、日赤 

 健康管理対応 被災者家族の健康管理・対応等 北海道、市町村、医師会、日赤 

救助救出班  救助救出方法の検討、調整、実施 
警察、消防、施設管理者、市町村 
（自衛隊、海上～派遣があった場合） 

警備班  被災現場の交通規制、立入制限等 警察、施設管理者、市町村 

応急対策班  災害応急措置等 
北海道、市町村、防災関係機関、施設管
理者（自衛隊、海上～派遣があった場合） 

※施設管理者は、事故災害の場合のみ 
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○ 資料45  北海道災害危険区域現地調査実施置要領 

１ 目的 

総合振興局又は振興局協議会は、この要領に基づき現地調査を通じ、災害危険区域の把握を行い災害

を未然に防止することを目的とする。 

２ 調査の方法 

総合振興局又は振興局協議会は、市町村防災会議の協力を得て、別に定める調査基準に従い災害危険

区域を調査し、把握するものとする。 

３ 調査対象区域 

(1) 水防区域 

降雨、融雪等で河川が増水し、河川の溢流、堤防の決壊等により災害が予測され、警戒を要する区域 

(2) 高波・高潮・津波等危険区域 

海岸地域で。高波・高潮・津波等により災害が予測され、警戒を要する区域 

(3) 市街地における低地帯の浸水予想区域 

大雨、河川の逆流等により市街地の低地帯で浸水が予測される区域 

(4) 地すべり・崖崩れ等危険地域 

降雨、地質等が原因で土砂崩れ、地すべり等により災害が予想され、警戒を要する区域 

(5) 土石流危険渓流 

降雨、地質等が原因で土砂崩れ、地滑り等により災害が予想され、警戒を要する区域 

(6) 土石流危険渓流 

降雨、地質等が原因で、土石流により災害が予想され、警戒を要する区域 

４ 調査事項 

調査は、次に掲げる事項について行う。 

(1) 危険区域の現況 

(2) 予想される被害の規模 

(3) 法律等における指定状況との関連 

(4) 防災関係機関における整備計画 

５ 調査実施の期間 

調査は、融雪出水期前、台風来襲期、その他異常な自然現象、題意規模災害発生のおそれのある時期

等において、防災上必要と認められる場合に行う。 

６ 調査結果の取り扱い 

(1) 総合振興局又は振興局協議会は、現地調査完了後すみやかに道防災会議会長に報告するものとする。 

(2) 市町村防災会議は、災害危険区域を市町村地域防災計画に明示し、災害時の避難計画等に反映する

ものとする。 

(3) 防災関係機関は、治山治水計画、災害発生防止計画、その他必要とする事業計画の実施について配

慮するものとする。 
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○ 資料46  北海道雪害対策実施要綱 

第１ 目  的 

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより、大雪、暴風雪及びなだれ等の災害（以下「雪

害」という。）に対処するため、防災関係機関の実施事項を定めるとともに、市町村との連携を図り、雪

害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。 

第２ 防災会議の体制 

１ 連絡部の設置 

雪害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の機関で構成す

る「北海道雪害対策連絡部」（以下「連絡部」という。）を設置する。 

北海道開発局、北海道農政事務所、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上自衛隊北部方面総監部北

海道警察本部、北海道、公益財団法人北海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高速道路株

式会社北海道支社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社北海道支社、日本放送協会札幌

放送局、東日本電信電話株式会社北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会

社北海道総支社、ソフトバンク株式会社、日本赤十字社北海道支部、北海道電力株式会社 

２ 設置期間   

11月1日から3月31日まで 

３ 連絡部の任務   

連絡部の任務は、次のとおりとする。 

(1)雪害に関する各種情報の収集等 

(2)雪害対策における関係機関相互の緊密な連絡調整及び迅速な情報の交換 

(3)雪害に対処するための除雪機械等に関する資料の収集 

(4)雪害時における定時報告 

9時  13時  17時 

(5)その他雪害対策に必要な事項 

４ 連絡部の招集 

連絡部の招集は、雪害に関する気象等警報・注意報並びに情報等が発表され、事務局が札幌管区気

象台と協議して、必要と認めたときに行う。 

また、事務局は必要に応じて、雪害による交通障害対策に迅速かつ的確に当たるため、連絡部関係

機関の職員の招集を求めることができる。 

５ 連絡部の運営 

連絡部は、連絡部を構成する機関の職員のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって運営す

る。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

第３ 対策実施目標 

雪害対策の期間及び実施目標は、次のとおりとする。 

１ 第一次目標 

(1)期間 11月~12月中旬 

(2)目標 除雪機械車両等の整備点検 

２ 第二次目標 

(1)期間 12月~3月 

(2)目標 豪雪等雪害に対処する除雪･排雪の推進 

第４ 防災関係機関の予防対策 

１ 気象観測及び情報収集 

(1)札幌管区気象台 

札幌管区気象台は、必要と認める場合は観測資料及び雪害に関係のある警報、注意報並びに情報

等を連絡部に通報する。 

また、気象官署及びアメダスで観測した積雪について、積雪の状況を勘案し、毎日、積雪速報を

作成し、札幌管区気象台のホームページに掲載することをもって通報に代える。 

(2)北海道開発局 

北海道開発局は、事務所及び事業所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害の発

生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(3)北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社 
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北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社（以下「北海道旅客鉄道株式会社

等」という。）は、駅等で観測する積雪状況を把握し、その状況により列車ダイヤに   大きな支

障が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(4)北海道 

北海道は出張所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害が予想される場合は、連

絡部へ通報する。 

また、関係機関及び民間企業や地域住民等から地域的な異常気象の情報等の提供を受け、その状

況により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(5)東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、事務所及び事業所等で気象監視用カメラ等で把握した積

雪状況等により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

２ 交通、通信、送電及び食料の確保 

(1)北海道開発局 

北海道開発局が管理する道路で冬期間２４時間体制で除雪作業を行い交通の確保を保つ。 

(2)北海道 

北海道が管理する道路で冬期間除雪を行い、除雪作業による交通確保目標は路線の区分に応じて

次のとおりである。 

なお、夜間除雪を実施しない区間には、看板を設置し、夜間除雪未実施についての周知に努める。 
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種 類 標準交通量 除  雪  目  標 

第１種 1,000 台/日以上 
 ２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は
交通を確保する。 
 異常降雪等においては、極力２車線確保を図る。 

第２種 
300台/日以上 
1,000 台/日未満 

 ２車線(5.5m)以上の幅員確保を原則とし、夜間除雪は実
施しない。 
 異常降雪等においては、極力１車線以上の確保を図る。 

第３種 300台/日未満 

 ２車線幅員を確保することを原則とし、夜間除雪は実施
しない。状況によっては１車線(4.0m)幅員で待避所を設け
る。 
 異常降雪時においては、一時通行止めとすることもやむ
を得ないものとする。 

 

(3)東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社が管理する道路で冬期間２４時間体制で除雪作業を行い交通の

確保を保つ。 

(4)北海道警察本部 

北海道警察本部は、雪害による交通の混乱を防ぐため、必要により道路管理者と協議のうえ通 

行の禁止、制限等の措置を講ずるものとする。 

(5)北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害による列車ダイヤに支障を来さないよう除雪に努めるもの 

とする。なお、雪害時においては、通勤、通学及び緊急必需物資の輸送に重点を置くものとする。 

(6)東日本電信電話株式会社北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会社 

北海道総支社及びソフトバンク株式会社、東日本電信電話株式会社北海道事業部、株式会社Ｎ 

ＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社及びソフトバンク株式会社（以下「東日 

本電信電話株式会社北海道事業部等」という）は、雪害により電気通信に支障を来さないよう必 

要な措置を講ずるものとする。 

(7)北海道電力株式会社 

北海道電力株式会社は、着氷雪、風圧及び荷重に耐える設備の増強を図り、雪害により送電に支障を

来さないよう努めるものとする。 

(8)北海道農政事務所 

北海道農政事務所は、応急用食料の調達･供給に関する連絡調整等を行うものとする。 

(9)北海道運輸局 

北海道運輸局は、雪害時における旅客及び貨物の円滑な輸送の確保に努めるものとする。 

３ なだれ防止対策 

住民に被害を及ぼすおそれのある、なだれ発生予防箇所を地域住民に周知させるため、関係機関は、

自己の業務所管区域のなだれ発生予想箇所に、標示板による標示を行う等の措置を講ずるものとする。 

(1)北海道開発局 

北海道開発局は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、随時パトロールを実施する 

とともに、必要に応じてなだれ防止柵設置等の整備に努めるものとする。 

 (2)北海道 

北海道は、標示板による標示を行うほか、なだれ発生予防箇所の巡視を強化するものとする。 

(3)北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、なだれの発生が予想される地点に、防護柵を設置する等の防災設備

の増加に努めるとともに、状況に応じ線路警戒運転規制を実施し、列車運転の安全を期するものとす

る。 

４ 排 雪 

道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設定に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。 

(1)雪捨場は、交通に支障のない場所を設定すること、やむを得ず道路側面等を利用する場合は、車両

の待避場を設ける等交通の妨げにならないよう配意するものとする。 

(2)河川等を利用し、雪捨場を設定する場合は、河川の流下能力の確保に努め、溢水災害等の発生防止
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に十分配意するものとする。 

５ 住民への啓発 

連絡部の各機関は、日ごろからそれぞれの立場において、又は関係機関と連携･協力して雪害による

被害防止に関する情報を住民に対し周知･啓発することに努めるものとする。 

第５ 防災関係機関の警戒体制 

１ 北海道開発局 

(1)北海道開発局は、気象官署の発する気象等警報・ 注意報並びに情報等や現地指定観測所の情報等

を勘案し、必要と認める場合は、北海道開発局防災対策事務規程の定める体制に入るとともに、自

己の管理する地域の状況の把握に努めるとともに、市町村に対し、積極的な防災支援を講ずるもの

とする。 

(2)雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等所要の対策を講

ずるものとする。 

２ 北海道 

(1)北海道は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに情報等や現地指定観測所の情報等を勘案し、

必要と認める場合は、北海道地域防災計画に定める非常配備体制に入るとともに、道関係出先機関

に対し警戒体制を指示するものとする。 

なお、状況に応じ自己の管理する地域へ連絡員を派遣し、状況の把握に努めるとともに、市町村に対

し、積極的な防災支援を講ずるものとする。 

(2)雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等所要の対策を講

ずるものとする。 

(3)雪害の発生が予想される場合は、必要によりＮＨＫ及び関係報道機関に対して住民に向けた注意喚

起等の放送要請等、所要の対策を講ずるものとする。 

３ 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに情報等や現地

気象観測所の情報並びに現地巡回等の情報等を勘案し、必要と認める場合は東日本高速道路㈱北海道

支社雪氷対策要領に定める体制に入り交通の確保に努めるものとする。 

４ 北海道警察本部 

北海道警察は、雪害の発生が予想されるときは、北海道警察災害警備計画に定める体制を整えるも

のとし、必要により道路管理者と協議の上、通行の禁止、制限等所要の対策を講ずるものとする。 

５ 北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害の発生が予想されるときは、警戒体制に入り、その状況によ 

り、除雪に要する人員の確保、運転規制等を実施するものとする。 

６ 東日本電信電話株式会社北海道事業部等 

東日本電信電話株式会社北海道事業部等は、雪害の発生が予想されるときは、警戒体制に入り、 

その状況により、巡視点検、安全上必要な防護、要員の配置等を実施し、電気通信の確保に努め 

るものとする。 

７ 北海道電力株式会社 

北海道電力株式会社は、雪害の発生が予想されるときは、当該管轄地域毎に警戒体制に入り、状 

況により臨時巡視するとともに、既に配備済の復旧資器材の点検、整備及び人員の確保等に努め 

るものとする。 

８ ＮＨＫ及び関係報道機関 

ＮＨＫ及び関係報道機関は、雪害に関する情報を積極的に報道し、一般住民の雪害に対する注意 

喚起及び緊急時の避難等について所要の報道体制を整えるものとする。 

９ その他の機関 

その他の機関は、それぞれの立場において雪害発生時における応急措置の体制を整えるものとす 

る。 

第６ 避難救出措置等 

１ 北海道 

(1)雪害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な連絡をとり、北海道地域防災計画

の定めるところにより、避難、救出、給水、食糧供給及び防疫等に万全の措置を講ずるものとする。 

(2)雪害の状況により必要があると認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

２  北海道警察本部 

(1)雪害により住民の生命身体に危険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるとともに、 
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急を要するときで、市町村長が避難の指示が出来ないと認めるとき、又は、市町村長から要請の 

あったときは、避難を指示して誘導するものとする。 

(2)雪害による被害者の救出、行方不明者の捜索を実施するものとする。 

第７ 災害対策本部の措置等 

雪害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報するものとする。

連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図るものとする。 

第８ 総合振興局・振興局協議会の体制 

総合振興局・振興局協議会は、本要綱に準じ、雪害対策地方連絡部を設置する等、雪害に対処する所要

の措置を講ずるとともに管下市町村における雪害対策の積極的な指導を実施するものとする。 

第９ 市町村の体制 

市町村は、雪害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ、所要の対策を講ずるとともに、特に次の

事項につき十分留意するものとする。 

１ 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

３ 災害警戒区域等の警戒体制を確立すること。 

４ 積雪における消防体制を確立すること。 

５ 雪害発生時における避難、救出、給水、食料供給及び防疫等の応急措置の体制を整えること。 

６ 孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずること。 

(1)食料の供給対策 

(2)医療助産対策 

(3）応急教育対策 

７ 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

８ 雪捨場の設定に当たっては、交通障害及び溢水災害等の発生防止について十分な配慮をすること。 
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○ 資料47  北海道融雪災害対策実施要綱 

第１ 目的 

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより融雪災害に対処する防災関係機関の実施事項を

定めるとともに、市町村との連携を図り、融雪災害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。 

第２ 防災会議の体制 

１ 連絡部の設置 

融雪災害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の機関で構

成する｢北海道融雪災害対策連絡部｣(以下｢連絡部｣という。）を設置する。 

北海道開発局、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上自衛隊北部方面総監部、北海道警察本部、北

海道、公益財団法人北海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高速道路株式会社北海道支社、

東日本電信電話株式会社北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会社北海道

総支社、ソフトバンク株式会社、日本放送協会札幌放送局、電源開発株式会東日本支店北海道事務所、

北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社北海道支社、北海道電力株式会社 

２ 設置期間 

3月15日から6月15日まで 

３ 連絡部の任務 

(1) 融雪災害対策に関する各種情報の収集 

(2) 融雪災害対策に関する関係機関相互の連絡調整及び情報交換 

(3) 融雪災害時における定時報告9時、13時、17時 

(4) その他融雪災害対策に必要な事項 

４ 連絡部の招集 

連絡部は、北海道防災会議常任幹事である北海道総務部危機対策局危機対策課長が必要と認めた場

合に招集する。 

５ 連絡部の運営 

連絡部は、連絡部を構成する機関のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって運営する。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

第３ 予防対策 

１ 気象情報及び積雪状況の把握 

(1) 札幌管区気象台は、積雪状況等の観測資料及び融雪災害に関する気象等警報・注意報並びに情報

等を連絡部及び関係機関に通報するものとする。 

また、気象官署及びアメダスで観測した積雪について、積雪の状況を勘案し、毎日、積雪速報を作

成し、札幌管区気象台のホームページに掲載することをもって通報に代える。なお、積雪の状況等

により北海道総務部危機対策局危機対策課と協議して、終了日を変更することがある。 

(2) 北海道旅客鉄道株式会社は、所属の観測所が観測した積雪に関する情報等を随時気象官署に通報

するものとする。また、道路管理者は、パトロール等により確認した積雪・融雪に関する情報等に

ついて、必要に応じ気象官署に通報するものとする。 

(3) 連絡部は、積雪状況及び融雪状況を把握するため、随時現地調査を実施するほか、必要と認める

場合は、航空査察を実施するものとする。 

２ 融雪出水対策 

(1) 北海道開発局及び北海道は、融雪出水期における警戒地域を調査して連絡部に通報するとともに、

関係市町村等と事前に予防対策を樹立し、常に警戒に当たるものとし、水防用資器材及び通信機材

の整備点検を行うものとする。 

(2) 河川管理者は、河川が融雪、結氷、捨雪及びじんかい等により河道が著しく狭められ出水による

災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、あわせ

て、樋門、樋管等河川管理施設の整備点検を十分行うとともに、堰、水門等河川工作物の管理者並

びに河川の上流部に集積している木材の搬出等について関係者に指導を行い、流下能力の確保を図

るものとする。 

(3) ダム、貯水池等(以下｢ダム等｣という。）水防上重要な施設の管理者(以下｢ダム管理者等｣という。)

は融雪出水前に管理施設の整備点検を十分行うとともに、ダム等の放流を行う場合は、ダム等操作

規則等に基づき下流に急激な水位の変動を生じないよう留意し、関係機関及び地域住民への伝達が

的確かつ迅速に行われるよう、通報体制の確立を図るものとする。 

３ なだれ等対策 
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(1) 道路管理者は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、パトロールを行うとともに、地

域住民、生徒、児童及びドライバーに対し、新聞、テレビ、ラジオ等を利用して広報活動を積極的

に行うものとする。 

また、気象情報を把握し、なだれの発生が予想される場合は、関係機関との緊密な連絡を保ち、迅

速に当該道路の通行規制等の措置を講ずるものとする。 

(2) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社は、常になだれの発生が予想され

る地点の状況の把握に努め、状況に応じ線路警戒、運転規制を実施し、列車の安全運転を期するも

のとする。 

(3) 関係防災機関は、融雪期に警戒が必要な崖崩れ及び地すべり等について、日ごろから市町村等と

連携して住民に対する啓発に努めるとともに必要な措置を講ずるものとする。 

４ 交通の確保 

道路管理者は、積雪、捨雪及びじんかい等により道路側溝の機能が低下し、溢水災害が発生するの

を防止するため、融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力の確保を図るものとする。 

５ 通信及び送電の確保 

東日本電信電話株式会社北海道事業部等及び北海道電力株式会社は、融雪出水及びなだれにより電

気通信及び送電に支障を来さないよう十分配慮するものとする。 

６ 広報活動 

(1) 防災関係機関は、融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が十分得られるよう、あらゆる広報

媒体を通じ、水防思想の普及徹底に努めるものとする。 

(2) 日本放送協会札幌放送局及び関係報道機関は、融雪に関する情報を積極的に報道し住民の融雪出

水、なだれ等に関する注意を喚起し、緊急時の避難等について、所要の報道体制を整えるものとす

る。 

第４ 応急対策 

１ 防災関係機関の措置 

防災関係機関は、融雪出水、なだれ等による災害が発生した場合は、直ちにその状況を連絡部に通

報するとともに関係機関と緊密な連携を保ち、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 避難・救出等の措置 

(1) 北海道は、融雪災害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な連絡をとり 

北海道地域防災計画の定めるところにより避難、救出、給水、食料供給及び防疫等に万全の措置 

を講ずるものとし、災害の態様により必要と認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものと 

する。 

(2) 北海道警察本部は、融雪、なだれ、崖崩れ及び地すべり等の災害により住民の生命、身体に危険が及

ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるとともに急を要するときで市町村長の指示ができないと

認めるとき、又は市町村長からの要請があったときは避難を指示して誘導するものとする。 

第５ 災害対策本部の設置等 

融雪災害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報するものとす

る。連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図るものとする。 

第６ 総合振興局・振興局地域災害対策連絡協議会の体制 

総合振興局・振興局地域災害対策連絡協議会は、本要綱に準じ、融雪災害対策地方連絡部を設置するな

ど、融雪災害に対処する所要の措置を講ずるとともに、管下市町村における融雪災害対策の積極的な指導

を行うものとする。 

第７ 市町村の体制 

市町村は、融雪災害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ所要の措置を講ずるとともに、特に次

の事項に十分留意するものとする。 

１ 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

３ 融雪出水、なだれ、崖崩れ、地すべり発生予想箇所の警戒体制を確立すること。 

４ 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図ること。 

５ 融雪災害時に適切な避難指示ができるようにしておくこと。 

６ 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難・救助体制を確

立すること。 

７ 水防資器材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

８ 道路側溝及び排水溝などの流下能力確保のため、住民協力による氷割デー、河道清掃デー等の設定
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に努めること。 

９ 融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努めること。 
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○ 資料48  北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、北海道内の市町及び消防の一部事務組合（以下「市町等」という。）が、災害

による被害を最小限に軽減するため、北海道の所有する消防防災ヘリコプター（以下「消防防災ヘ

リコプター」という。）の応援を求めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（災害の範囲） 

第 2 条 この協定において「災害」とは、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 1 条に規定する

災害をいう。 

（応援要請等） 

第 3 条 災害が発生した市町等（以下「発災市町等」という。）の長は、次のいずれかに該当し、消

防防災ヘリコプターによる活動を必要と判断する場合に、北海道知事（以下「知事」という。）に

対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。 

(1) 発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合 

(2) 災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

(3) その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合 

2 応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室に電話等により、次に掲げる事項を明らかにし

て行うものとする。 

(1) 災害の種類 

(2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状況 

(4) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法 

(5) 消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制 

(6) 応援に要する資機材の品目及び数量 

(7) その他必要な事項 

（防災航空隊の派遣） 

第 4 条 知事は、前条第 1 項の規定による消防防災ヘリコプターの応援要請を受けた場合において、

災害発生現場の気象状況等を確認し飛行が可能な場合は、総務部防災消防課防災航空室防災航空隊

（以下「防災航空隊」という。）を派遣するものとする。 

2 知事は、消防防災ヘリコプターの応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発

災市町等の長に通報するものとする。 

（防災航空隊の隊員の指揮） 

第 5条 前条第 1項の規定により防災航空隊を派遣した場合において、災害現場における防災航空隊

の隊員（以下「隊員」という。）の指揮は、発災市町等の消防長が行うものとする。 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第 6条 第 3条第 1項の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町

等の長からの知事への応援要請をもって、隊員を派遣している市町等の長に対し北海道広域消防相

互応援協定（以下「消防相互応援協定」という。）第 7 条第 1 項の規定による応援要請があったも

のとみなす。 

（経費負担） 

第 7 条 この協定に基づく応援に要する隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに消防防災ヘリコプター

の燃料費は、消防相互応援協定第 10条の規定にかかわらず、北海道が負担するものとする。 

（その他） 

第 8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度知事と市町等の長と
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が協議して決定するものとする。 
 

附 則 

この協定は、平成 8年 7月 1 日から適用する。 
 

この協定締結を証するため、本書 73 通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞ

れ 1通を保有するものとする。 
 
 

 平成 8 年 6月 25 日 
 

                    北海道知事   
 

                    札幌市長          
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○ 資料49  災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

 

北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長

は、災害時等における北海道（以下「道」という。）及び市町村相互の応援に関し、次のとおり協定

する。 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、道内における災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事

態（以下「災害時等」という。）において、被災市町村（災害時に被災した市町村又は国民の保護

のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市町村のみでは避難、救援等の応急

措置又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置（以下「応急措置等」という。）を十

分に実施できない場合に、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 67 条第１項及び第 68 条

第１項又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112

号）第 17 条第１項及び第 18 条第１項若しくは同法第 183 条において準用する第 17 条第１項及び

第 18 条第１項の規定に基づく道及び市町村相互の応援（以下「応援」という。）を円滑に遂行する

ために必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

（２）被災者等（避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者を

いう。以下同じ。）の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び

あっせん 

（３）避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん 

（４）避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣 

（５）被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（地域区分） 

第３条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の支庁地域に区分するものとする 

 

（道の役割） 

第４条 道は、市町村の処理する防災及び国民保護に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、

市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。 

 

（連絡担当部局） 

第５条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援の円滑な実施を図るた

め、予め連絡担当部局を定めるものとする。 

 

（応援の要請の区分） 

第６条 応援の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等 

に応じて次に掲げる区分により行うものとする。 

（１）第１要請 被災市町村の長が当該支庁地域内の市町村の長に対して行う応援の要請 

（２）第２要請 被災市町村の長が他の支庁地域の市町村の長に対して行う応援の要請 

（３）第３要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援の要請 
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（応援の要請の手続） 

第７条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は

他の市町村の長に対し応援の要請を行うものとする。 

（１）被害の種類及び状況 

（２）第２条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等 

（３）第２条第３号に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

（４）第２条第４号に掲げる職員の職種別人員 

（５）応援場所及び応援場所への経路 

（６）応援の期間 

（７）前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項 

２ 応援の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその応援の内容

を、応援の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市町村の長に通報するも

のとする。 

３ 前２項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第１要請及び第２要請にあっては、

原則として道を経由して行うものとする。 

 

（応援の経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。 

２ 応援を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合

には、応援を受けた被災市町村の求めにより、応援を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替

（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。 

３ 前２項の規定により難い場合については、その都度、応援を受けた被災市町村と応援を行った道

及び市町村が協議して定めるものとする。 

 

（自主応援） 

第９条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって

必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、

当該情報に基づく応援を行うものとする。 

２ 自主応援については、第７条第１項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみな

す。 

３ 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収

集に要する経費は、応援を行った道及び市町村において負担するものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 10 条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海

道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。。 

 

（その他） 

第 11 条 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

２ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議し

て定めるものとする。 
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附 則 

この協定は、平成 20年６月 10 日から施行する。 

平成９年 11 月５日に締結された協定は、これを廃止する。 

この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、

各自１通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付す

るものとする 

 

平成 20年６月 10日 

 

 

北海道 

北海道知事 

 

北海道市長会 

北海道市長会長 

 

北海道町村会 

北海道町村会長 
 

別 表 

地 域 区 分 構 成 市 町 村 

石 狩 支 庁 石 狩 支 庁 管 内 の 市 町 村 

渡 島 支 庁 渡 島 支 庁 管 内 の 市 町 

檜 山 支 庁 檜 山 支 庁 管 内 の 町 

後 志 支 庁 後 志 支 庁 管 内 の 市 町 村 

空 知 支 庁 空 知 支 庁 管 内 の 市 町 

上 川 支 庁 上 川 支 庁 管 内 の 市 町 村 

留 萌 支 庁 留 萌 支 庁 管 内 の 市 町 村 

宗 谷 支 庁 宗 谷 支 庁 管 内 の 市 町 村 

網 走 支 庁 網 走 支 庁 管 内 の 市 町 村 

胆 振 支 庁 胆 振 支 庁 管 内 の 市 町 

日 高 支 庁 日 高 支 庁 管 内 の 町 

十 勝 支 庁 十 勝 支 庁 管 内 の 市 町 村 

釧 路 支 庁 釧 路 支 庁 管 内 の 市 町 村 

根 室 支 庁 根 室 支 庁 管 内 の 市 町 
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○ 資料50  災害時の応援に関する協定 

財務省北海道財務局（以下「甲」という。）、北海道（以下「乙」という。）及び北海道内の市町村

（「丙」）の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長（以下「丁」

という。）は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、災害対策基本法（昭和 36年法律

第 223号、以下「法」という。）第 74条の３の規定に基づく甲の乙又は丙に対する応援（以下「応援」

という。）を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、甲、乙及び丙の連携に

より初動時の情報収集、伝達を迅速に実施するほか、甲の乙及び丙への応援による各種業務の実施に

より、乙又は丙における円滑且つ迅速な災害復旧事務の遂行とともに民生の安定が図られることを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定で「相当規模の災害」とは、次の各号に掲げる災害をいう。 

（１）法第 24条第 1項に規定する非常災害対策本部又は法第 28 号の 2 に規定する緊急災 

害対策本部が設置された災害 

（２）災害救助法（昭和 22 年法律第 118号）による救助の行われる災害 

（３）乙に法第 23 条に規定する災害対策本部が設置された災害のうち、特に乙が必要と認 

めるもの 

 

（災害情報の収集・伝達） 

第３条 相当規模の災害が発生した場合には、甲、乙及び丙相互に連携し、情報の収集と伝達を

行うものとする。 

２ 甲、乙及び丙は、予め連絡体制を整備しておくものとする。 

 

（支援の内容） 

第４条 甲の応援により、甲が支援する業務の内容は、次の各号に掲げる事務及び作業とする。 

（１）避難施設運営補助（支援物資運搬、避難施設巡回等） 

（２）災害ボランティア及び支援物資等の受付事務 

（３）有価物（現金、保険証、貴金属等の遺失物）の分別作業 

（４）り災証明書申請受付及び発行に関する業務 

（５）り災建物判定にかかる現地調査補助 

（６）その他乙又は丙の職員の指示に基づく災害応急対策に関する事務及び作業 

 

（応援の要請） 

第５条 相当規模の災害が発生した場合において、乙又は丙が必要に応じ第４条に定める応援の

要請を行う場合は、甲に対して電話連絡等、口頭により要請を行い、事後速やかに要請内容を

記載した文書を提出するものとする。 

２ 丙からの要請については、乙を経由するものとする。 

 

（応援の実施） 

第６条 甲は、乙若しくは被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必

要があると認めるときは、自主的に又は乙との連携により、被災市町村の被災状況等に関する

情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。 
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２ 自主応援については、第５条第１項の規定による要請があったものとみなす。 

（費用負担） 

第８条 甲の派遣に要する費用は、原則として甲が負担するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項に関しては、その都度、甲、乙及び丙が協議するものとする。 

 

附則 

１ この協定は、平成 26年３月 28日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙及び丁記名押印の上、各自１ 

通を保有し、丁は丙に対し、その写しを交付するものとする。 

 

 

平成 26年３月 28日 

甲  財務省北海道財務局 

北海道財務局長   

 

乙  北海道 

北海道知事  

 

北海道市長会 

北海道市長会長  

丁 

北海道村長会 

北海道村長会長  
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○ 資料51  北海道広域消防相互応援協定 

 

消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 21 条の規定に基づき、北海道広域消防相互応援協定を次

のとおり締結する。 
 

（目的） 

第 1 条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）第 21 条の規定に

基づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合（以下「市町等」という。）相互の応援体制を

確立し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対処することを目的と

する。 

（対象とする災害） 

第 2条 この協定の対象とする災害は、法第 1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町等の応

援を必要とするものとする。 

（地域区分） 

第 3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に掲げる地域に区分する。 

（代表消防機関の設置及び任務） 

第 4条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する地域ごとに地域代表消防機

関を置き、地域代表消防機関を総括する総括代表消防機関を置く。 

2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、市町等の消防長の協議により行う。 

3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 総括代表消防機関及び当該地域内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。 

(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。 

(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。 

4 総括地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 北海道との連絡調整及び情報交換に関すること。 

(2) 地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。 

(3) 北海道内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。 

(4) 応援の要請時における北海道内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。 

（応援の種別） 

第 5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 陸上応援 消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊（情報収集、伝達、広報等の活動を行う隊を

いう。以下同じ。）による応援 

(2) 航空支援 回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊（以下「航空隊」という。）による応援 

（応援隊等の登録） 

第 6条 市町等は、応援が可能な消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及び航空隊（以下「応援隊」とい

う。）並びに資機材をあらかじめ登録するものとする。 

（応援要請の方法） 

第 7条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等（以下「要請側」という。）

の長から他の市町等の長に対し、災害の規模等に応じて次の区分により行う。 

(1) 陸上応援要請 

ア 第 1 要請 当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請 

イ 第 2 要請 当該市町等が構成する別表の地域内の他の市町等に対して行う応援要請（第 1

要請を除く。） 

ウ 第 3要請 当該市町等が構成する別表の地域外の市町等に対して行う応援要請（第 1 

要請を除く。） 
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(2) 航空応援要請 

 航空隊の応援を必要とする応援要請 

2 陸上応援要請は、第 1 要請、第 2 要請、第 3 要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が

特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

3 前項の陸上応援要請のうち、第 2 要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第 3 要請にあっ

ては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援要請をされた市町等の地域代表消防機

関を経由して行うものとする。 

（応援要請の代行） 

第 7条の 2 地域代表消防機関を置く市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認めると

きは、北海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長に代わり他の市町

等の長に応援の要請をすることができるものとする。 

2 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要請とみなすものとする。 

（応援隊の派遣） 

第 8条 前 2条の規定により応援の要請を受けた市町等（以下「応援側」という｡)の長は、特別の事

情がない限り、応援隊を派遣するものとする。 

2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨を通知しなければならない。

この場合において、第 7 条第 3 項の規定により経由することとされている代表消防機関を経由した

応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第 9条 応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。 

（応援経費の負担） 

第 10 条 陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、応援

側の負担とする。 

(1) 応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当 

(2) 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。） 

(3) 車両及び機械器具の修理費 

(4) 消耗品の補充費（現地で調達したものを除く。） 

2 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、原則と

して要請側の負担とする。 

3 応援側の長は、前 2項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するものとす

る。 

（損害賠償） 

第 11 条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側の負担

とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とす

る。 

(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償 

(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償 

2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した額とす

る。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の長が協議

して決定するものとする。 

（委任） 

第 13 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。 
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附 則 

この協定は、平成 3年 4月 1 日から施行する。 

附 則 （平成 6年 7 月 25 日締結） 

この協定は、平成 6年 8月 1 日から施行する。 
 

本協定の成立を証するため、協定書 72通を作成し、記名押印のうえ市町等において各 1通を保 

有する。 
 

 平成 3 年 2月 13 日 
 
 

別 表 
 

地域 構成市町等 

道

西

地

域 

函館市、森町、長万部町、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組合、渡島東部消防事

務組合、檜山広域行政組合 

道

南

地

域 

室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、白老町、西胆振消防組合、胆振東部消防組合、日高

東部消防組合、日高中部消防組合、日高西部消防組合 

道

央

地

域 

札幌市、小樽市、夕張市、美唄市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、歌志内市、恵庭市、

広島町、上砂川町、石狩北部地区消防事務組合、羊諦山ろく消防組合、岩内寿都地方消防

組合、北後志消防組合、滝川地区広域消防事務組合、岩見沢地区広域消防事務組合、深川

地区消防組合、砂川地区広域消防組合、南空知消防組合 

道

北

地

域 

旭川市、増毛町、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務組合、上川南部消防事務組合、

大雪消防組合、上川中部消防組合、富良野地区消防組合、北留萌消防組合、留萌消防組合、

稚内地区消防事務組合、利尻礼文消防事務組合、南宗谷消防組合 

道

東

地

域 

釧路市、帯広市、根室市、留辺蘂町、網走地区消防組合、北見地区消防組合、紋別地区消防組

合、遠軽地区広域組合、美幌・津別消防事務組合、斜里地区消防組合、西十勝消防組合、北十

勝消防事務組合、東十勝消防事務組合、池北三町行政事務組合、南十勝消防事務組合、釧路北

部消防事務組合、釧路東部消防組合、釧路西部消防組合、根室北部消防事務組合 
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○ 資料52  北海道地方における災害時の応援に関する申合せ 

北海道開発局長（以下「甲」という。）と、古平町長（以下「乙」という。）は、災害時において、

甲から乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申合せを行う。 
 

（目的） 

第 1条 この申合せは、乙が代表する地方公共団体の区域において、土木施設等に被害が発生した場

合に、被害の拡大や二次災害の防止に資するため、甲が被災直後の緊急的な対応（以下「応援」と

いう。）を実施することにより、国民の安全・安心を確保し、もって民生の安定を保持することを

目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この申合せにおいて、「大規模自然災害発生時」とは、地震、津波、風水害、土砂災害、雪

害、火山噴火等の自然災害により社会的な影響が大きい重大な被害が発生した場合をいう。 

2 この申合せにおいて、「管轄開発建設部」とは、乙が代表する地方公共団体の区域において、土木

施設等を管理する甲の機関である開発建設部をいう。 

（応援の要請） 

第 3条 乙は、大規模自然災害発生時に、乙が代表する地方公共団体の区域において、土木施設等に

被害が発生し、甲による応援が必要と判断した場合は、電話またはファクシミリ等により甲に応援

を要請することができる。 

（応援の実施） 

第 4条 甲は、次の各号に掲げる場合において、乙に対して応援を実施することができるものとする。 

(1) 大規模自然災害発生時に、乙から応援の要請を受けた場合 

(2) 大規模自然災害発生時に、乙から応援の要請がない場合であっても、被災状況によっては特

に緊急を要し、かつ要請を待ついとまがないと甲が認め、独自に応援を行うと判断した場合 

(3) その他、特に甲が緊急に応援を実施する必要があると認めた場合 

2 甲が独自の判断により応援を実施する場合には、乙に対して応援内容を速やかに通知するものとす

る。 

（応援の内容） 

第 5条 前条に基づく甲の応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 土木施設等の被害状況の把握 

(2) 二次災害の防止に資する応急措置の準備（資機材の運搬、被災箇所の監視、進入路の確保等） 

(3) その他、甲が緊急に応援を実施する必要があると認めるもの 

（費用負担） 

第 6条 乙の要請に基づく甲の応援の実施に要する費用は、他に特段の定めのある場合を除き、原則

として乙の負担とする。ただし、乙の負担を求めることが困難又は不適当な場合は、相互に協議す

るものとする。 

（相互の情報交換） 

第 7条 甲、乙及び管轄開発建設部は、災害時の協力が円滑に実施されるよう、平時から緊急時の連

絡体制等に関する情報交換を行うものとする。 

（他の協定との関係） 

第 8条 この申合せは、乙が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相

互応援に関する協定等の締結を妨げるものではない。 

（その他） 

第 9条 この申合せに疑義を生じたとき、又はこの申合せに定めのない事項については、その都度甲

及び乙が協議の上定めるものとする。 
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（適用） 

第 10 条 この申合せは、平成 22年 5 月 31日から適用するものとする。 
 
 
 

平成 22年 5 月 31日 
 

                  甲 北海道開発局長 
 

                  乙 古平町長 
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○ 資料53  災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

災害時における救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道医師

会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。 
 

(趣旨) 

第 1 条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

(救護班の派遣) 

第 2条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し

救護班の編成及び派遣を要請するものとする。 

2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護

所等に派遣するものとする。 

(災害医療救護計画の策定及び提出) 

第 3条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを

甲に提出するものとする。 

(救護班の業務) 

第 4条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行

うことを原則とする。 

2 救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急措置及び医療 

(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 被災者の死亡の確認及び死体の検案 

(救護班に対する指揮命令等) 

第 5 条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとす

る。 

(医薬品の補給等) 

第 6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実

施されるために必要な措置を講ずるものとする。 

(収容医療機関の指定) 

第 7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 

(医療費) 

第 8条 救護所における医療費は、無料とする。 

2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

(費用弁償等) 

第 9条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するも

のとする。 

(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用 

(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金 

(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの 

(市町村及び郡市医師会との調整) 

第 10 条 甲は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき市町村の行う医療救護活動が、本

協定に準じ、郡市医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとする。 

2 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市医師会に対し、 

必要な調整を行うものとする。 
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(細目) 

第 11 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。 

(協議) 

第 12 条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項について 

は、甲乙協議して定めるものとする。 

(有効期間) 

第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。但し、この協定の有効期

間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌

日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。 

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
 
 

昭和 62年 12月 22 日 

                  甲 北海道北海道知事 
 

                  乙 社団法人北海道医師会会長 
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○ 資料54  災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 

 

災害時における歯科救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道

歯科医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。 
 

(趣旨) 

第 1条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

(救護班の派遣) 

第 2条 甲は、北海道地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。 

2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護

所等に派遣するものとする。 

(災害医療救護計画の策定及び提出) 

第 3条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、こ

れを甲に提出するものとする。 

(救護班の業務) 

第 4条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において歯科医療救護活動

を実施するものとする。 

2 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療、衛生指導 

(4) 検死、検案に際しての法歯学上の協力 

(救護班に対する指揮命令等) 

第 5条 救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うも

のとする。 

(医療品の補給等) 

第 6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、歯科医療救護活動が円滑

に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。 

(収容医療機関の指定) 

第 7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 

(医療費) 

第 8条 救護所における医療費は、無料とする。 

2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

(費用弁償等) 

第 9条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するも

のとする。 

(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用 

(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

(3) 救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金 

(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの 

(市町村及び郡市区歯科医師会との調整) 

第 10条 甲は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)に基づき市町村の行う歯科医療救護活動が、

本協定に準じ、郡市区歯科医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとす

る。 
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2 乙は、前項の規定による市町村の歯科医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区歯科医師会

に対し、必要な調整を行うものとする。 

(細目) 

第 11 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。 

(協議) 

第 12 条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

(有効期限) 

第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。但し、この協定の有効

期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日

の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。 

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
 
 

平成 9年 4月 14日 

                  甲 北海道北海道知事 
 

                  乙 社団法人北海道歯科医師会会長 
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○ 資料55  関係機関等との災害時における協定一覧 

 
協定締結事業者等一覧 

（令和 8 年 3月現在） 

 
協定書名 

（締結月日） 
協定先 協定内容 

1 
災害時におけるレンタル機器の供給に

関する協定 
（平成 25年２月 20日） 

(株)共成レンテム 物資供給及び物資運搬・輸送 

2 

災害等の発生時における古平町と北海
道エルピーガス災害対策協議会の応
急・復旧活動の支援に関する協定 

（平成 23年８月 25日） 

北海道エルピーガ
ス災害対策協議会 

物資供給及びライフライン復旧 

3 
災害時協力協定書 

（平成 23年２月 16日） 
北海道電気保安協

会 
公共施設補電力復旧に必要な応急対

策・工事 

4 
災害対応型自動販売機による共同事業

に関する協定書 
（平成 21年 12 月 14日） 

北海道コカ・コーラ
ボトリング(株) 

物資供給 

5 
災害発生時における古平町内郵便局と

古平町の協力に関する協定 
（平成 20年６月 30日） 

日本郵便株式会社
古平町内郵便局 

物資運搬・輸送、災害広報 

6 
災害時における被災車両等の移動に関

する協力協定 
（平成 19年７月 13日） 

札幌市地方自動車
整備振興会余市支

部 

自走が困難となった車両の移動及び
一時保管 

7 
国道 229 号通行止め時の公の施設の相

互利用に関する協定 
（平成 11年３月 26日） 

余市町・積丹町 避難収用 

8 
古平町所管公共土木施設における災害

時の協力体制に関する実施協定 
（平成 20年１月 15日） 

古平建設協会長 
公共土木施設の被害調査及び災害応

急対策等 

9 
海抜標示板設置協定書 
（平成 26年 10 月７日） 

北海道電力 電柱を利用した海抜表示板の設置 

10 
災害時等における施設の利用及び協力

に関する協定書 
（平成 27年１月 14日） 

社会福祉法人古平
福祉会 

避難場所等として利用 

11 
大規模災害時等の連携に関する協定書 

（平成 27年１月 23日） 
陸上自衛隊第 11旅
団第 11特科隊 

災害応急対策 

12 
災害時等における緊急・救護輸送に関す

る協定書 
（平成 28年 3月 28日） 

札幌地区トラック協
会北後志支部 

物資の緊急・救援輸送 

13 
災害時における防疫活動業務 

の協力に関する協定書 
（平成 30年 9月 21日） 

株式会社北日本消毒 災害時の防疫活動 

14 

大規模災害時における相互協力に関する基

本協定及び大規模災害時における停電復旧

作業の支援に関する覚書 

（令和 3 年 7月 15 日） 

北海道電力株式会

社・北海道電力ネット

ワーク株式会社 

大規模災害時における停電復旧作業

の相互協力 

15 古平町とヤマト運輸株式会社との包括 ヤマト運輸株式会社 災害時における物資拠点の運営と緊
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連携協定 

（令和 3 年 9月 24 日） 

札幌主管支店 急輸送等 

16 
北後志広域防災連携に係る協定 

（令和 4 年 3月 29 日） 

北後志 5 町村(積丹

町、古平町、仁木町、

余市町、赤井川村)、

サツドラホールディ

ングス株式会社、

BELL・ホールディング

ス株式会社、ベル・デ

ータ株式会社、株式会

社ワンテーブル 

災害時における応援や職員派遣、支

援物資の供給輸送等の広域連携 

17 
災害に係る情報発信等に関する協定 

（令和 4 年 7月 19 日） 
ヤフー株式会社 

災害時における防災アプリを通じた

住民への情報提供等 

18 

災害時における応急仮設住宅の建設に

関する協定 

（令和 5 年 11月 28日） 

一般社団法人日本ム

ービングハウス協会 

災害時における迅速な仮設住宅供給

体制の構築・強化 

19 

原子力災害時における住民避難支援に関

する協定書 

（令和 6 年 10月 1 日） 

グリッズプレミアム

ホテル小樽 
原子力災害時における住民避難支援 

20 

災害時におけるレンタル機材の提供に関

する協定 

（令和 7 年 2月 6日） 

三和物流サービス株

式会社ダスキンレン

トオール札幌イベン

トセンター 

災害時におけるレンタル機材の提供 

21 

災害時における石油類燃料等の供給等に

関する協定 

（令和 7 年 7月 29 日） 

小樽地方石油業協同

組合 

災害時における緊急車両や重要施設

への燃料供給確保 
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資料 55-1 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 

 

古平町（以下「甲」という。）と株式会社共成レンテム（以下「乙」という。）は、古平町に災害が発生

し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）におけるレンタル機材の供給に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に甲の要請に応じ、乙が保有するレンタル機材を供給することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「レンタル機材」とは、仮設トイレ、発電機等の乙が保有するレンタル機材

一式をいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、災害時において、レンタル機材を必要とするときは、乙に対して乙の保有する機材の供

給について協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書を持って要請するいとまが

ないときは、口頭又は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 

（協力実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、保有機材の優先供給及び運搬に対する協力に積

極的に努めるものとする。 

乙は、甲の要請に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとする。 

 

（運搬） 

第５条 機材の運搬は、甲又は乙の指定するものが行うものとする。この場合において、甲は必要に応

じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。 

 

（費用） 

第６条 前２条の規定により、乙が供給した機材のレンタル料及び乙が行った運搬の費用については、

甲が負担するものとする。この場合において､当該費用は甲乙協議の上､適正価格を算出するものとす

る。 

 

（引渡し） 

第７条 機材の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、機材を確

認の上、引渡しを受けるものとする。 

 

（実施に関し必要な事項等の決定） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協

議して定めるものとする。 

（協定の有効期限） 

第９条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２５年３月３１日までとする。ただし、こ 

の協定の有効期間満了日の１月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知 

しないときは、有効期開満了日の翌日から１年間延長するものとし、その後においても同様 
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とする。 

 

この協定の締結を証するため､本書２通を作成し､甲乙記名押印の上､各自１通を保有するものとす

る。 

 

 

平成 25年２月 20日 

 

甲  古平町大字浜町 40番地４ 

古平町 

古平町長                     

 

 

乙  帯広市西 18 条北１丁目 14番地 

株式会社 共成レンテム 

代表取締役社長                  
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資料 55-2 災害等の発生時における古平町と北海道エルピーガス災害対策協議

会の応急・復旧活動の支援に関する協定 

 

古平町（以下「甲」という。）と北海道エルピーガス災害対策協議会（以下「乙」という。）は、古平町

の区域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害等の発生時」という。）におけ

る応急・復旧活動の支援に関して、必要な事項を定め、次のとおり協定を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１項に

定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）

第２条第４項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態（武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並

びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成 15 年法律第 79 号）第 25 条第１項に規定する緊急対

処事態をいう。）により直接又は間接に生じる人的又は物的災害をいう。 

（協力体制の確保） 

第２条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第４条の規定

による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指示を行うものとする。 

（応急・復旧活動支援の範囲） 

第３条 この協定の対象となる応急･復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。 

（１）被災場所におけるＬＰガスの被害状況及び復旧状況の情報提供 

（２）被災場所における応急措置及び復旧工事 

（３）避難場所等へのＬＰガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事 

（４）ＬＰガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配 

（５）大規模火災現場におけるＬＰガス設備の撤去等の安全対策 

（６）その他甲が必要とする要請事項 

（応急・復旧活動の支援要請） 

第４条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援を要請でき

るものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請

し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名のうえ各自１通を保有する。 

 

平成 23年８月 25日 

 

 

甲  古平郡古平町大字浜町 40 番地４ 

古平町 

古平町長                   

 

 

乙  小樽市稲穂２丁目 22 番４号 

北海道エルピーガス災害対策協議 

現地本部長                  
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資料 55-3 災害時協力協定書 

 

古平町（以下「甲」という。）と財団法人北海道電気保安協会（以下「乙」という。）とは、災害時にお

ける応急対策活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、古平町内において自然災害や重大事故が発生した場合、及び、発生するおそれがあ

る場合の、甲の電気使用設備の安全点検・検査の実施について定め、古平町内における迅速かつ円滑な

災害復旧活動に資することを目的とする。 

 

（対象とする災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は、台風、地震等の自然災害及び大規模停電、大規模火災・爆発等の

重大事故が発生した場合、及び、発生するおそれがある場合で、甲が乙に対して協力を要請する必要が

あると認めた災害とする。 

 

（応急対策活動の内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策活動は、次のとおりとする。 

（１）公共施設の電力復旧のために必要な調査等の応急対策活動 

（２）公共施設の電力復旧工事の監督、指導及び検査 

（３）その他、甲が必要と認める応急対策活動 

 

（協力要請） 

第４条 甲は、前条の応急対策活動の実施について、乙に対し、次に掲げる事項を記載した文書をもって

協力を要請するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するもの

とする。 

（１）応急対策活動の実施期間及び場所 

（２）応急対策活動の内容 

（３）その他必要な事項 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、甲に協力するものとする。 

 

（実施報告） 

第５条 乙は、前条の規定により応急対策活動を実施した場合は、甲に対し、次に掲げる事項を文書によ

り報告するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとす

る。 

（１）応急対策活動の実施期間及び場所 

（２）応急対策活動の内容 

（３）その他必要な事項 

 

（費用負担） 

第６条 乙が応急対策活動に要した費用は、乙が負担する。ただし、資材等の材料費は甲の負担とする。 

 

（公務災害補償） 

第７条 乙は、応急対策活動の実施にあたっては、職員が労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）

の適用を受けるための必要な手続きをあらかじめ実施する。 

（協定の有効期限） 
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第８条 この協定の有効期限は、締結の日から平成 24 年３月 31日までとする。ただし、期間満了の日の

30 日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り期間満了の日の翌日から１

年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して決

定する。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

 

甲  古平郡古平町大字浜町 40 番地４ 

古 平 町 長 

 

 

乙  札幌市西区発寒６条 12 丁目６番 11号 

財団法人 北海道電気保安協会 

理 事 長 
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資料 55-4 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書 

 

古平町（以下「甲」という。）と北海道コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）は、北

海道と乙との間で平成１８年１２月２２日付締結した「災害時における飲料の供給等防災に関する協力協

定」（以下「防災協力協定」という。）に基づき、甲の地域において災害対応型自動販売機により取り組む

協働事業について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的・協働事業） 

第１条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時からの防災意

識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所有のネットワーク接続

された災害対応型自動販売機（電光掲示機能搭載型）を通して、次のサービスを提供するものである。 

（１）災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情報、気象情報等（以

下「情報」という。）の提供 

（２）甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時（以下「緊急時」という。）におけ

る災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供（以下「商品提供」という。）。 

 

（情報提供に関する事項） 

第２条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これによって生

じる責任について、乙は一切負わないものとする。 

２ 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するものとする。 

 

（商品提供に関する事項） 

第３条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商品提供の開

始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するものとし、後日速やかに

報告書（様式１）を乙に提出するものとする。 

 

（災害対応型自動販売機の設置施設） 

第４条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。 

２ 甲は、災害対応型自動販売機での情報提供及び商品提供を行うために乙より貸与された「認証キー」

等を、善良なる管理者の注意をもって保管するとともに、紛失した場合は甲が実費弁償するものとする。 

 

（連絡先） 

第５条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。 

（甲の連絡先の表示） 

名  称 電話番号 

古平町役場 総務課（代表） 0135-42-2181 

北後志消防組合古平支署（夜間時） 0135-42-2068 
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（乙の連絡先の表示） 

名  称 電話番号 

小樽事業所（代表） 0134-28-3577 

本社総務部（夜間・休日／衛星携帯） 080-1017-0138 

 

（守秘義務） 

第６条 甲、乙は、協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘密を、その

目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限りではない。 

（１）開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの 

（２）開示又は知得の際、自己が所有していたもの 

（３）正当な権限を有する第三者から入手したもの 

２ 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。 

 

（効力） 

第７条 この協定の有効期間は締結の日から１年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一方

から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様とする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協

議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 

平成 21年 12月 14 日 

 

甲  古平郡古平町大字浜町 40-4    

古平町長                     

 

 

乙  札幌市清田区清田一条一丁目２番１号 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長                  
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資料 55-5 災害発生時における古平町と古平町内郵便局の協力に関する協定 

 

北海道古平町（以下「甲」という。）と古平町内郵便局（古平郵便局・古平浜町郵便局、以下「乙」と

いう。）は、古平町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対

応を円滑に遂行するために、次のとおり協定する。 

 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定

める被害をいう。 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、古平町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要

請することができる。 

（１）緊急車両等としての車両の提供 

   （車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。） 

（２）地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所開設状況及び（同意の上で作成した）避難者リ

スト等の情報の相互提供 

（３）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

（４）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

   ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

   イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

   ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

   工 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（５）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方公共団体等への情報提供 

（６）避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

（７）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要

請があった場合の取扱い 

（８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲

内において協力するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の

定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

（災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。 

（連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

    甲 古平町防災担当課長 

    乙 古平郵便局長 

 

（協議） 
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第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成 26 年６月 30 日から平成 31 年６月 29 日までとする。ただし、甲又

は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算してさらに１年間効力を有す

るものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成 26年５月 30日 

 

甲  住所 古平郡古平町大字浜町 40-4 

代表     古平町長 

 

 

 

乙  住所 古平郡古平町大字入船町９－１ 

古平郵便局 

住所 古平郡古平町大字浜町 68 

古平浜町郵便局 

代表 日本郵便株式会社 北海道支社長 
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資料 55-6 災害時における被災車両等の移動に関する協力協定 

 

古平町（以下「甲」という。）と社団法人札幌地方自動車整備振興会余市支部（以下「乙」という。）と

は、災害時における被災車両の移動に関し、次のとおり協定する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、古平町の区域内に地震、風水害その他の大規模災害並びに武力攻撃事態及び緊急対

処事態が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下これらを「災害時」という。）において、甲と乙

が相互に協力して被災車両を迅速に移動し的確な応急対策を実施するとともに災害情報の共有と平常

時からの防災意識を高めるために必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 乙は、災害時において甲から要請があった場合、次に掲げる事項について可能な範囲で協力する。 

（１）自走が困難となった車両の移動及び一時保管 

（２）災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

（３）その他可能な協力 

２ 乙は平常時において、会員事業所周辺で見聞きした異常現象などの情報を甲に提供するよう努めるも

のとする。 

（協定事項の発効） 

第３条 前条第１項に定める災害時の協力は、原則として甲が災害対策本部又は国民保護対策本部（緊急

対処事態対策本部を含む）を設置し、乙に対して要請を行ったときに実施する。 

（費用負担） 

第４条 この協定に基づく活動に要する費用は、乙の負担とする。 

（情報交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換するととも

に平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。 

（効力） 

第６条 この協定の有効期間は平成 20 年３月 31 日までとする。 

２ この協定の有効期間満了の１ヶ月前までに、甲乙いずれかから解約等の意思表示がないときは１年間

更新されるものとし、以降同様とする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

平成 19年 ７月 13日 

 

古平郡古平町大字浜町 40番地４ 

甲  古 平 町  

古 平 町 長 

 

乙  社団法人 札幌地方自動車整備振興会余市支部 

支 部 長 
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資料 55-7 国道 229号通行止め時の公の施設の相互利用に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 この協定書は、大雨等により国道 229号（余市町～積丹町間）が通行止めになり古平町・積丹町

及び余市町の住民を、一時的に３町各々の施設に収容する際の相互利用に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（公の施設の相互利用） 

第２条 ３町は各々２以上の収容施設を指定（別表１）し、通行止めの際は相互の利用に供させるものと

する。 

 

（経費の負担） 

第３条 各町の施設における諸経費については、次のとおり精算するものとする。 

（１）各施設における施設使用料は、無償とする。 

（２）現物支給品（食事、寝具借上等）に係る経費は、各町の施設を利用した町民数で按分するものと

する。 

 

（事務局） 

第４条 この協定の実施に伴う連絡調整・経費精算等のための事務局を古平町企画財政課に置くものとす

る。 

 

（協定の期間） 

第５条 この協定は、平成 11 年４月１日から平成 12年３月 31日までとする。 

２ この協定期間満了前に解約の通知がないときは、期間満了の翌日から引き続き１年間効力を有するも

のとし、以降満了のときも同様とする。 

 

（補則） 

第６条 この協定に定めのない事項については、必要に応じてその都度協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し各町長記名押印のうえ、各１通保管する。 

 

平成 11年３月 26日 

 

余 市 町 長 

積 丹 町 長 

古 平 町 長 
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（別表１） 

町 名 施 設 名 住     所 電話番号 

余 市 町 

余 市 町 

積 丹 町 

積 丹 町 

古 平 町 

古 平 町 

福祉センター 

水産加工研修センター 

総合文化センター 

研修センター 

文化会館 

漁港会館 

余市町富沢町５丁目 13番地 

余市町富沢町６丁目 117番地 

積丹町大宇美国町字船澗 48番地 12 

積丹町大宇美国字小泊 115番地 

古平町大字浜町 40番地２ 

古平町大字港町(古平漁港埋立地) 

22-6228 

23-6216 

44-2111 

44-3421 

42-2590 

42-2128 
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資料 55-8 古平町所管公共土木施設における災害時の協力体制に関する実施協定 

 

古平町長（以下「甲」という。）と古平建設協会（以下「乙」という。）とは、災害・事故が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における、町民の生命、身体及び財産を

守るための連携協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、古平町地域防災計画に基づき、古平町が所管する公共土木施設の

被害調査及び災害応急対策等を円滑に進め、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧を図ることを目的と

する。 

 

（内容） 

第２条 協力内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）情報連絡網の構築・共有 

（２）協力実施体制の構築・共有 

（３）資機材保有状況の報告 

（４）施設の被害状況の把握に係る業務対応 

（５）災害応急対策に係る業務対応 

（６）その他必要と認める業務対応 

 

（報告等） 

第３条 甲及び乙は、第２条第１項第１号及び第２号に基づき、それぞれ災害時における情報連絡網及び

協力実施体制を整備し、相互に共有するものとする。その際、乙は、乙の会員についても整備するもの

とする。 

なお、協力体制実施の整備にあたっては、乙の会員以外の協力も含むものとする。 

２ 乙は、第２条第１項第３号に規定する会員の資機材の保有状況について把握し、甲に報告するものと

する。 

  前記各項の報告等は、この協定締結以後直ちに、また、第９条に基づき更新となった場合は、その年

の４月末までに行うものとする。 

  ただし、情報連絡網及び協力実施体制に変更が生じた場合には、速やかに相手方に報告するものとす

る。 

 

（協力要請） 

第４条 甲は、災害時に第２条第１項第１号ないし第３号について、最新の情報を共有するため協力が必

要と判断した場合は、乙又は乙の会員に対し、口頭又は書面にて要請するものとする。 

２ 甲は、災害時に第２条第１項第４号ないし第６号に係る業務対応について、協力が必要と判断した場

合は、乙又は乙の会員に対し、口頭又は書面をもって要請するものとする。 

 

（乙の会員に対する通知） 

第５条 乙は、甲から第４条に係る協力要請かあった場合には、直ちに、乙の会員に対し、その旨を通知

するものとする。 

 

（契約の締結） 

第６条 甲は、第４条第２項に係る業務を乙の会員に実施させることとした場合には、古平町の関係規定

に基づき、乙の会員と遅滞なく必要な契約を締結するものとする。 
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（他の協定等との関係） 

第７条 甲と乙又は乙の会員が既に締結している災害時に関する協定等は、この協定に抵触しない限り、

今後も有効とする。 

２ この協定は、乙が既に締結している他の相互応援等に関する協定等に基づく応援を妨げるものではな

い。 

 

（訓練等の実施） 

第８条 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、適時必要な訓練を実施するもの

とする。 

 

（有効期限） 

第９条 この協定の期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による終了

の意思表示がない限り、その効力を継続する。 

 

（細目協定） 

第 10 条 この協定に定めるもののほか、この協定施行に関し必要な事項について、甲乙間で別に細目協

定を締結することができるものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 この協定に定めのない事項や疑義が生じた場合については、その都度、甲、乙が協議してこれ

を定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

平成 20年１月 15日 

 

甲  古 平 町 長                  

 

 

乙  古平建設協会長                  
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資料 55-9 海抜標示板設置協定書 

 

北海道電力株式会社（以下「甲」という。）と古平町（以下「乙」という。）は、乙が津波災害防止を目的

として、乙の海抜標示板（以下「標示板」という。）を甲の配電線路用電柱（以下「電柱」という。）に設置

することに関し、次のとおり協定する。 

 

（電柱使用の承認） 

第１条 甲は、標示板の設置が、乙において電柱を使用しなければ困難な場合で、かつ甲において、電柱の

維持・管理に支障とならない場合に限り、本協定の定めるところに従い、乙が標示板の設置のために電柱

を無償で使用することを承認する。 

 

（標示板の仕様） 

第２条 乙が電柱に設置する標示板の仕様は、別紙１「海抜標示板の仕様および表示方法」のとおりとする。 

 

（標示板設置工事の基準） 

第３条 乙が実施する標示板の電柱設置工事（以下、「設置工事」という。）の基準については、別紙２「海

抜標示板設置工事基準」（以下、「工事基準」という。）による。 

（標示板の設置および撤去の届出） 

第４条 乙は、設置工事または電柱に設置した標示板の撤去工事（以下、「撤去工事」という。）を実施する

場合、事前に、別紙３「標識申込書兼標識承認書」および別紙４「標識明細書」に、当該電柱の写真を添

付して、当該電柱を管理する甲の事業所に提出し、その承認を得る。 

２ 乙は、設置工事または撤去工事の完了後速やかに、別紙５「標識工事完了届」および別紙４「標識明細

書」に、工事後の当該電柱の写真を添付して、前項の事業所に提出する。 

 

（電柱の変更・撤去） 

第５条 甲は、標示板を設置している電柱の変更または撤去を行うときは、乙へ別紙６「標識変更通知書」

により通知するものとし、乙は自己の費用をもって、標示板を撤去または移設する。 

 

（標示板の設置・撤去工事） 

第６条 乙は、標示板の設置工事または撤去工事について、自己の責任と負担においてこれを実施する。 

２ 標示板の設置工事または撤去工事は、地上での作業とし、電柱に登っての作業は行わない。 

 

（維持・管理） 

第７条 標示板の維持・管理は、乙が行う。 

２ 甲は、工事基準を満たさない標示板を発見したときは、乙にその内容を通知し、乙は、甲の指示に従い、

速やかに当該標示板に係る必要な改修を行う。 

 

（損害賠償の免責） 

第８条 甲は、次の各号の一に該当する場合にはその責任を有しない。 

（１）天災地変、火災その他の不可抗力に起因して、標示板が毀損したとき。 

（２）第三者の加害行為に起因して、標示板が毀損したとき。 

（３）甲が、電柱の維持・管理に係る業務上の行為により、標示板を毀損したとき。ただし、故意または

重大な過失による場合を除く。 

 

（甲または第三者に対する加害責任） 

第９条 乙は、設置工事、撤去工事または標示板に起因して、甲または第三者に損害を与えた場合、その賠

償の責めを負い、甲に一切の迷惑をかけない。 
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（協定の解除） 

第 10 条 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に対し、期日を定めて是正を勧告し、乙がこれに応じない

ときは、ただちに本協定を解除することができる。 

（１）乙が、本協定に違反し、またはその履行に誠意がないと甲が認めた場合 

（２）監督官庁の改善命令等による場合 

 

（標示板の撤去等） 

第 11 条 乙は、次の各号の一に該当し、かつ甲の要求があるときは、その指定する期日までに、乙の負担に

おいて、標示板を撤去または移設する。 

（１）当該電柱の維持・管理上、標示板が支障となると甲が認めたとき。 

（２）当該電柱の移設、補修またはこれらに類する工事等のために、標示板が支障となると甲が認めたと

き。 

（３）本協定が期間満了、解約または解除により終了したとき。 

 

（協定の有効期間） 

第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 27年３月 31日までとする。ただし、期間満了１か

月前までに甲、または乙から何ら申し出のない場合に限り、本協定は自動的に１年間延長されるものとし、

その後もこの例による。 

 

（協議解決） 

第 13 条 本協定に定めのない事項、または本協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえこ

れを決定する。 

 

本協定締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成 26年 10月７日 

 

甲 

北海道電力株式会社 

 

乙 

古平町 
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海抜標示板の仕様および表示方法 

 

 

１．標示板仕様 

 

 

              アルミ板 ｔ＝0.5mm 

 

 

 

 

２．表示方法  下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※設置場所に応じて、海抜表示の数値が変わる。 

 

別紙１ 
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海抜標示板設置工事基準 

 

１．適用範囲 

  この基準は、甲の電柱に掲示する乙の標示板の設置について適用する。 

２．電柱の使用範囲 

  標示板の取付箇所は、当社設備に支障が無い場合で、地表上 1.5ｍ以上 4.5ｍ以下の範囲とする。 

３．標示板の取付方法 

  電柱への標示板の取付けは、次の各号による。 

（１）領主を損傷しないよう確実・強固に設置し、電柱の昇降に支障がないようにすること。 

（２）使用する標示板は、錆の生じにくいものを使用し、標示板本体を 2.0mm 以上の亜鉛メッキ鉄線また

はステンレスバンド等により緊縛し、堅固に取付、その端末は適当なスリーブ等により、突起を生じ

ないよう設置すること。 

（３）標示板を設置する鉄線またはステンレスバンドと電柱に施設されているケーブルまたは接地線等が

接触する場合は、これらの被覆を損傷するおそれのないよう適当な方法で防護すること。 

（４）標示板の設置は、電柱の足場ボルト（釘）の機能に支障を生じない位置とすること。 

（５）電柱表示板および電柱銘板を隠さないように設置すること。 

（６）甲の電柱へ設置されている甲の設備以外に係る事案がある場合、乙は設備の所有者と協議し、解決

のうえ設置すること。 

（７）交通信号機、道路標識等の効用を阻害することのないよう設置すること。 

 

以上 

別紙２ 
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［第１号様式］ 
 

標  識  申  込  書 

 

第  号 

平成  年  月  日 

北海道電力株式会社 

           殿 

                          ○○○○○○○○ 

                           ○○○○           印 

 

標識の設置に貴社電柱を使用したいので、次のとおり申し込みいたします。 

 

１．設置標識名 

 

２．申請電柱基数･標識個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．工事予定月日 

     年  月  日 ～   年  月  日 

 

標  識  承  認  書 

第  号 

平成  年  月  日 

○○○○○○○○ 

○○○○○       殿   

                        北海道電力株式会社 

                                          印 

第 号で申請のあった標識の設置について，次のとおり承認いたします． 

 

１．承認電柱基数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

 
国道 道々 市町村道 官公有地 民有地 

基数 個数 基数 個数 基数 個数 基数 個数 基数 個数 

新規           

変更           

廃止           

 

 
国道 道々 市町村道 官公有地 民有地 

基数 個数 基数 個数 基数 個数 基数 個数 基数 個数 

新規           

変更           

廃止           

 

別紙４ 
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［第４号様式］ 
 

標  識  明  細  書 

 

所在地 標識名 
電 柱 番 号 

地目 取付個数 取付可否 
画 区 図 番 の 号 

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

              
 

  

 地目   国道：１   道々：２   市町村道：３   官公有地：４   民有地：５ 
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［第６－Ｋ号様式］ 
 

標 識 工 事 完 了 通 知 書 

 

第  号 

平成  年  月  日 

北海道電力株式会社 

           殿 

                          ○○○○○○○○ 

                           ○○○○           印 

 

下記のとおり標識工事（新規・変更・廃止）を完了したので、通知します。 

 

記 

 

１．申込番号 

 

 

２．承認番号 

 

 

３．標識名 

 

 

４．電柱基数･標識個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．工事予定月日 

 

 

６．連絡先 

 

 

７．その他 

 

 

 

別紙５ 

 
国道 道々 市町村道 官公有地 民有地 

基数 個数 基数 個数 基数 個数 基数 個数 基数 個数 

新規           

変更           

廃止           
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［第７－Ｋ号様式］ 
 

標  識  変  更  通  知  書 

 

 

第  号 

平成  年  月  日 

 

○○○○○○○○ 

○○○○○○○○    殿 

 

                          北海道電力株式会社 

                           ○○○○           印 

 

 

標記について、下記のとおり当社柱を変更いたしますので、通知いたします。 

 

記 

 

１．当社柱変更工事予定月日 

     年  月  日 ～   年  月  日 

 

 

２．変更内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．連絡先 

 

 

電柱番号 変更内容 
種  別 備  考 

画 区 図 番 の 号 建替 移設 撤去 

                 

                 

                 

                 

 

別紙６ 
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海抜標示板設置申請箇所写真帳 

所在地 

古平町大字○○町 

電柱番号 

○○-○○-○○-○○-○○-○○ 

申請者 

古平町 

地目 

○○設置予定年月日 

平成○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 

 

 

所在地 

古平町大字○○町 

電柱番号 

○○-○○-○○-○○-○○-○○ 

申請者 

古平町 

地目 

○○ 

設置予定年月日 

平成○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 

 

 

所在地 

古平町大字○○町 

電柱番号 

○○-○○-○○-○○-○○-○○ 

申請者 

古平町 

地目 

○○設置予定年月日 

平成○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 
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資料 55-10 災害時等における施設の利用及び協力に関する協定書 

 

古平町（以下「甲」という。）と社会福祉法人古平福祉会（以下「乙」という。）の間において、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、古平町内において、地震、風水害、原子力、その他災害等が発生し、又は発生するお

それがある場合（以下「災害時等」という。）に乙が所有し管理運営する施設及び甲が所有し乙が管理運営

する施設（以下「施設」という。）を利用して、古平町地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づ

く指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所及び災害時炊出し施設（以下「避難場所等」という。）を開

設及び運営するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象施設） 

第２条 本協定の対象施設は、別表のとおりとする。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を避難場所等として利用する必要がある場合は、乙に対し

て協力を要請する。ただし、乙は災害時等において緊急に対応することが必要であると認められるときは、

自主的な判断に基づき、前条で規定する施設を開放し、甲に協力する。 

 

（連絡体制） 

第４条 前条の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新するものとする。 

 

（協力体制） 

第５条 乙は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくものとする。 

２ 前項の内容に変更が生じた場合、乙は甲に報告するものとする。 

 

（発災時の対応） 

第６条 乙は、災害時等において速やかに避難所等としての機能を果たせるよう施設の開錠等の措置を講ず

るものとする。 

２ 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、避難所等の開設及び運

営に協力する。 

 

（物資の調達等） 

第７条 甲は、避難者に係る毛布、寝具及び食料等の必要な物資について、その調達に努めるものとする。 

２ 甲は、福祉避難所の開設にあたり、要配慮者に係る介護支援者の確保及び日常生活用品、医薬材料等の

必要な物資の補給等要支援者の受け入れが円滑に実施されるよう努めるものとする。 

 

（開設期間） 

第８条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、災害等の状況により、これを

超えて利用することが必要と認められる場合には甲乙協議の上決定する。 

 

 

 

（経費の負担） 

第９条 避難所等の管理運営にかかる経費、避難者によって避難所等に生じた損害については、甲が負担す

るものとする。 

２ 災害時炊出しの際、乙が提供した労務の対価、原材料及び燃料等に要した費用については、甲が負担す



 

- 107 - 

るものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 10 条 乙は、避難者の受入に伴い知り得た秘密を漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後にお

いても同様とする。 

 

（解除権） 

第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。 

（１）避難者に対する乙の対応が不誠実と認められ、又は乙がこの協定を誠実に履行する意思がないと認

められるとき。 

（２）乙が避難所等を維持することができないと認められるとき。 

 

（有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27年３月 31日までとする。ただし、有効期間満了

の１ヶ月前までに、甲乙いずれからも異議の申し出がないときはさらに１年間期間を延長するものとし、

その後もまた同様とする。 

 

（その他） 

第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙が協議の受け決定するものとす

る。 

この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙両者署名捺印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成 27年 １月 14日 

 

 

甲  古平町 

 

古平町長                  

 

 

乙  古平郡古平町大字歌棄町 204 番地９ 

社会福祉法人古平福祉会 

理事長  
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別紙（第２条関係） 

施 設 名 所 在 地 施設所有者 

指定緊急避難場所 指
定
避
難
所 

福
祉
避
難
所 

原
子
力
退
避
・
集
合
場
所 

炊
出
し
支
援
施
設 

 

洪
水 

崖
崩
れ
・
土
石
流 

・
地
滑
り 

高
潮 

地
震 

津
波 

れい明会館 古平町大字歌棄町 204番地 9 古平福祉会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - 

共働の家 古平町大字歌棄町 204番地 9 古平福祉会 - - - - - ○ ○ ○ - 

いこいの家 古平町大字歌棄町 204番地 9 古平福祉会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

みっくすベジタ 古平町大字歌棄町 204番地 20 古平福祉会 - - - - - - - - ○ 

れい明グラウンド 古平町大字歌棄町 204番地 8 古平福祉会 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 

いきいき生活 
支援センター風花 

古平町大字浜町 645番地 古平福祉会 - - - - - ○ ○ - - 

ぷらっとほーむ 古平町大字浜町 106番地 古平福祉会 - - - - - ○ ○ - - 

多機能型地域住民活性化 
ステーション結（ゆい） 

古平町大字浜町 15番地 1 古平福祉会 - ○ - ○ - - - ○ ○ 

まりんはうす ふるびら 古平町大字歌棄町 14番地 古平福祉会 - - - - - - - - ○ 

ほほえみくらす 古平町大字浜町 893番地 5 古平町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ほほえみくらすグラウンド 古平町大字浜町 893番地 5 古平町 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 
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資料 55-11 大規模災害時等の連携に関する協定書 

大規模災害時等の連携に関する協定書 
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村の各市町村（以下「甲」という。）と陸上自衛隊第

１１旅団第１１特科隊（以下「乙」という。）は、災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２

条第１号に定める災害をいう。）に際して相互に連携し、迅速かつ円滑に災害応急対策を行い、各市町村民の

安全を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（平素における連携） 

第１条 情報連絡体制の充実 

甲及び乙は、災害に係る情報伝達及び情報共有を円滑にするため、複数の情報伝達手段の確保等、情報

連絡体制の充実を図るものとする。 

第２条 情報資料の収集・整理・共有 

甲及び乙は、乙の災害応急救援活動が円滑に行われるよう、収集・整理した各種災害に係る各種資料（地

誌資料、災害発生予測に関する資料、住民避難予定地、ヘリコプター離発着場適地、活動拠点適地等）を

共有するものとするとともに、関係資料の作成又は修正を行う場合には、意見を交換する等連携を図るも

のとする。 

第３条 防災訓練、会議等への参加 

１ 甲及び乙は、甲又は乙が主催する防災訓練、防災に関する諸会議等に積極的に参加するものとする。 

２ 甲及び乙は、防災訓練を実施する場合は、効果的な防災訓練の実施に努めるとともに、訓練内容の

検証により必要に応じて災害に関する計画の見直しを行い、災害応急対策実施体制の整備等を図るも

のとする。 

第４条 防災関係資機材等の通知 

甲は、乙の災害応急救援活動を円滑にするため、甲の保有する防災関係資機材等の保有状況を乙に通知

するものとする。 

（初動における連携） 

第５条 初動対応 

甲及び乙は、大規模災害発生時の初動において、次の事項により連携し、対応するものとする。 

１ 大規模災害の発生が予想される場合の対応 

(1) 甲は、大規模災害の発生が予想され、自衛隊に災害派遣を要請する可能性があると判断する場合、

乙の迅速な災害派遣に資するため、速やかに災害等の状況、見通し等を乙に連絡するものとする。 

(2) 乙は、前項の連絡に基づき、災害派遣準備を推進するとともに、甲及び乙の災害等の状況・見通

し等の認識の共有を図るため、必要に応じて甲の災害対策本部が設置されている場所等に連絡幹部

を派遣するものとする。 

２ 大規模災害の発生が突発的な場合の対応 

(1) 甲は、災害の発生が突発的で、文書による要請が困難な場合においては、口頭又は電話等を用い

る等、時宜に適した手段をもって乙に要請するものとする。 

(2) 乙は、災害の発生が突発的で、災害応急救援活動が特に急を要し、通信の途絶等により、甲から

の災害派遣の要請を待ついとまがないと認められる場合は、自主的に部隊を派遣し、直ちに、人命

救助を第一義とした災害応急救援活動を開始する。この場合において、乙は速やかに甲との連絡を

確保するため、連絡幹部を甲の災害対策本部が設置されている場所等に派遣する等、甲との密接な

連携の下に災害応急救援活動を実施するよう努めるものとする。 

３ 活動拠点の提供 

  甲は、乙が災害応急救援活動のために活動拠点を設置する必要がある場合は、乙と協議して、当該活 

動拠点設置のための場所を乙に提供するものとする。 

（災害応急対策活動における連携） 

第６条 乙が実施する災害応急救援活動 

災害派遣時の乙が実施する災害応急救援活動は、被災者の生命・身体の安全を守るための活動を最優先

で実施するものとする。 



 

- 110 - 

第７条 災害応急救援活動実施期間の調整 

甲及び乙は、乙が実施する災害応急救援活動の実施期間、派遣の規模・内容等について継続的に調整す

るものとする。 

第８条 経費の負担等 

１ 災害派遣要請により、乙が甲の地域において実施する災害応急救援活動に要する費用は、次に定め

るものを除き甲が負担するものとし、甲が負担する費用の項目等必要な事項については、別に定める

ものとする。 

(1) 災害派遣部隊の食糧費、被服維持費、医療費並びに装備品等の燃料費及び修理費用並びに記録に

関する費用 

(2) 災害応急救援活動中に発生した賠償に係る費用 

２ 乙が甲に物品の無償貸与又は無償譲渡を行う場合は、「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与

等に関する省令（昭和３３年１月１０日総理府令第１号）」によるほか、その都度、甲と乙が協議して

定めるものとする。 

（その他） 

第９条 協 議 

この協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を７通作成し、甲乙両署名捺印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

平成２７年１月２３日 

 

甲   小樽市  

   

                  小樽市長                

 

                  積丹町 

 

                  積丹町長                

 

古平町 

 

                  古平町長                

 

仁木町 

 

                  仁木町長                

 

余市町 

 

                  余市町長                

 

赤井川村 

 

                  赤井川村長               

 

              乙   陸上自衛隊 第１１旅団 第１１特科隊 

 

                  隊 長   
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資料 55-12 災害時における緊急・救援輸送に関する協定書 

災害時等における緊急・救援輸送に関する協定書 
積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村の各町村（以下「甲」という。）と札幌地区トラック協会北

後志支部（以下「乙」という。）は、甲の区域内において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

２条第１号に定める災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第２条第４項に定める武力攻撃災害（同法第１７２条第２項に定める緊急対処事態における

災害を含む。）が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に必要な物資の緊急・

救援輸送に関して、次のとおり協定を締結する。 

（輸送の要請） 

第１条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明示して「緊急・救援輸送要請書」（別記第１号様式）により要

請するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに

文書を交付するものとする。 

 （１）災害の状況及び応援を要請する事由 

 （２）応援を必要とする期間及び輸送区間 

 （３）輸送品目及び数量 

 （４）必要とする車両の車種ごとの数及び人員 

 （５）物資の積み込み場所及び引渡し場所 

 （６）その他参考となる事項 

（実施） 

第２条  乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、特別の理由がない限り、他に優先して乙に所

属する輸送事業者を指定し（以下「指定輸送事業者」という。）緊急・救援輸送を行うものとする。 

（報告） 

第３条 乙は、緊急・救援輸送を実施した場合には、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を「緊急・救援

輸送実施報告書」（別記第２号様式）により報告するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまが

ないときは、口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 （１）緊急・救援輸送を行った指定輸送事業者 

 （２）輸送に従事した車両の車種ごとの数及び登録番号並びに人員 

 （３）走行距離 

 （４）輸送期間及び輸送区間 

 （５）輸送品目及び数量 

 （６）物資の積み込み場所及び引渡し場所 

 （７）その他  

（物資の運搬等） 

第４条 甲は、第１条の規定により要請した物資等の引渡し場所に人員を派遣し、物資等を確認の上、引き

取るものとする。 

（経費の負担） 

第５条 甲が要請した緊急・救援輸送に係る運賃及び料金並びに実費負担額（甲の指示又は同意に基づいて

使用した有料道路通行料、駐車場使用料等をいう。以下同じ。）は、甲が負担するものとし、災害発生時に

所管行政庁に届け出ている運賃及び料金を基準とし、甲乙が協議して決定するものとする。 

（費用の支払） 

第６条 乙は、甲に提出した第３条の報告書により、甲の検査を受けた後、運賃及び料金並びに実費負担額

を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに支払うものとする。 

（事故等） 

第７条 乙が使用する車両が故障、その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当該車両を交

換して、その運行を継続しなければならない。 

２ 乙は、緊急・救援輸送に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければ

ならない。 
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（損害の負担） 

第８条 乙が実施した第３条の緊急・救援輸送により、自らの責任に帰する理由により甲又は第三者に損害

を与えたときは、乙はその賠償の責任を負うものとし、紛議が生じた場合は、早期解決のため誠実に対応

するものとする。 

２ 甲又は第三者に与えた損害の起因が明らかに災害による場合においては、甲が負担するものとする。 

３ 責任の所在が不明確な場合においては、甲乙が協議して定めるものとする。 

（災害補償） 

第９条 物資の緊急・救援輸送に従事した者の責めに帰することが出来ない理由により、当該従事者が死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は心身に障害がある状況になった場合は、指定輸送事業者が補償

するものとする。 

（情報交換） 

第 10 条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するため事務担当者名簿を作成し相互に交換するとともに、平

常時から防災に関する情報交換を行うものとする。 

（協定の有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から１年間とし、その有効期間の満了日までに甲乙双方

又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは、有効期間の満了日の翌日から１年間更新されるも

のとし、以降同様とする。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙が協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書６通を作成し、甲乙署名の上、各１通を保有するものとする。 

 

平成２８年３月２８日 

 

 
               甲  積丹町 
 
 

積丹町長                              
 
                  古平町 
                  
 

古平町長                             
 
 

                  仁木町 
                  
 

仁木町長                              
 
 

                  余市町 
                  
 

余市町長                              
 
 

                  赤井川村 
                  
 

赤井川村長                             
 

              
               乙  札幌地区トラック協会北後志支部 
 
 
                  支 部 長                             
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（別記第１号様式） 

年  月  日 

 

緊急・救援輸送要請書 

 

 札幌地区トラック協会北後志支部 

 支部長             様 

 

町(村)長 

 

 災害時等における緊急・救援輸送に関する協定第１条の規定に基づき、次のとおり要請します。 

 

災害の状況及び応援を要請する事

由 

 

応援を必要とする期間及び輸送区

間 

 

輸送品目及び数量 

 

必要とする車両の車種ごとの数及

び人員 

 

物 資 の 積 み 込 み 場 所 及 び 

引渡し場所 

 

その他参考となる事項 

 

連絡先 
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（別記第２号様式） 

年  月  日 

 

緊急・救援輸送実施報告書 

 

 

   町(村)長        様 

 

 札幌地区トラック協会北後志支部 

 支部長 

 

 災害時等における緊急・救援輸送に関する協定第３条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

緊急・救援輸送を行った指定輸送

事業者 

 

輸送に従事した車両の車種ごとの

数及び登録番号並びに人員 

 

走行距離 

 

輸送期間及び輸送区間 

 

輸送品目及び数量 

 

物 資 の 積 み 込 み 場 所 及 び 

引渡し場所 

 

その他 

 

連絡先 
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資料 55-13 災害時における防疫活動業務の協力に関する協定書 

災害時における防疫活動業務の協力に関する協定書 

古平町（以下「甲」という。）と株式会社北日本消毒（以下「乙」という。）とは、災害時の防疫活動に関

して、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において、衛生状態の悪化を防止し、被災場所等における感染症の発生、拡大

及びまん延を防止することを目的として、甲が行う防疫活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規

定する災害をいう。 

（消毒班の派遣要請） 

第３条 甲は、災害発生時において必要があると認めるときは、乙に対して、書面により消毒班を要請する

ものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するも

のとする。 

２ 前項の規定による要請後、甲と乙は実施方法等について協議し、乙は、その詳細について、書面により

甲に通知するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定による要請を受けたときは、特別の事情がない限り、当該要請に応じるものとする。 

（消毒班の業務範囲） 

第４条 乙は、甲の要請により、次の各号の業務を行うこととする。 

  (1) 甲が指定した地域における家屋（床上・床下・敷地）等の消毒 

  (2) 甲が指定した地域におけるそ族・昆虫等の生息場所の駆除 

  (3) 前２号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた事項 

（消毒薬剤等の調達） 

第５条 乙が派遣する社員、消毒班等が使用する薬剤及び機材等は、乙が調達するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、甲の要請に基づき実施した業務を終了したときは、甲に対して、速やかに書面で報告するも

のとする。 

（費用負担） 

第７条 この協定に基づく業務の実施に係る経費については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の経費は、災害時の直前における通常の価格を基準として、甲及び乙が協議の上、決定するものと

する。 

（連絡責任者） 

第８条 甲と乙は、業務等を円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定め、相手方に通知するものとして、

変更があった場合は速やかに相手方へ通知するものとする。 

（細則） 

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日

の１か月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の

翌日から起算して１年間この協定は更新されるものとし、その後も同様とする。 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めがない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるこ

ととする。 

 この協定の締結を証とするため、本書を２通作成し、甲乙署名の上、各その１通を保有する。 

 

平成３０年９月２１日 
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甲 古平町 
 

   古平町長 
  

      乙 株式会社北日本消毒 
                
                        代表取締役   
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資料 55-14 大規模災害時における相互協力に関する基本協定及び大規模災害時における停電復

旧作業の支援に関する覚書 

 

大規模災害時における相互協力に関する基本協定 

古平町（以下「甲」という。）、北海道電力株式会社（以下「乙」という。）及び北海道電力ネットワーク株

式会社（以下「丙」という。）は、大規模災害時の発生、又は発生のおそれがある場合の相互協力に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害等が発生した場合、又は発生が予想される場合に、甲、乙及び丙が相互に

協力を行い、迅速かつ的確に対応することにより、住民生活の早期安定を図ることを目的とする。 

 

（災害発生時の情報共有） 

第２条 乙及び丙は、大規模災害が発生した場合、又は発生が予想される場合には、甲からの要請に基づき、 

甲が設置する災害対策本部へ情報連絡員を派遣するとともに、甲、乙及び丙で相互に連絡体制を確立 

し、連携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。 

  ２ 甲、乙及び丙が共有する主な情報は次の各号に定める。 

（１）乙及び丙が甲に提供する情報 

①停電発生時刻、停電地域、停電件数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込み 

②知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況 

   （２）甲が乙及び丙に提供する情報 

     ①知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況 

     ②住民から提供された停電情報 

     ③道路啓開、樹木・土砂等の除去状況 

     ④住民が避難している地域、甲が開設している避難場所等 

 

（復旧における相互協力） 

第３条 甲、乙及び丙は、災害活動等に関する作業の実施にあたり、自らだけでは対応が困難な場合は、そ 

れぞれがもつ施設・敷地・資機材・物資・人材等の資源提供について可能な範囲で相互に協力を行う。 

 

（連絡体制の確立） 

第４条 甲、乙及び丙は、第２条に定める情報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立する。 

２ 乙及び丙は、甲の連絡体制を毎年４月に確認することとし、変更があった場合には、直ちに相手方

に報告するものとする。 

 

（連携訓練等の実施） 

第５条 甲、乙及び丙は、この協定に定める内容を災害発生時に円滑に行うため、連携訓練等を原則として

年１回以上実施するものとする。 

    なお、訓練内容等については、甲、乙及び丙で協議のうえ決定する。 

 

（秘密の保持） 

第６条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を開示又は、漏えいしてはなら

ない。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、甲、乙及び丙が既に締結している他の相互協力等に関する協定等に基づく協力内容を

妨げるものではない。 

（協定の有効期間） 
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第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。 

なお、協定期間が満了する１カ月前までに甲、乙及び丙のいずれからも変更又は解除の申し出がな 

い場合は、この協定期間満了の日の翌日から更に１年間継続するものとし、以降も同様とする。 

 

（覚書の締結） 

第９条 この協定の各条項に定める甲、乙及び丙の役割や具体的な実施事項等については、甲、乙及び丙の

同意により別途覚書を作成し保有するものとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙及び丙で協議のうえ決

定するものとする。 

 

この協定の証として、本書３通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和３年７月１５日 

 

甲 古平町 

 

   古平町長 

 

      乙 北海道電力株式会社 

 

                        執行役員 総務部長 

  

            丙 北海道電力ネットワーク株式会社 

 

                        小樽支店長 
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大規模災害時における停電復旧作業の支援に関する覚書 

この覚書は、古平町（以下「甲」という。）、北海道電力株式会社（以下「乙」という。）及び北海道電力ネ

ットワーク株式会社（以下「丙」という。）間にて令和３年７月１５日に締結した「大規模災害時における相

互協力に関する基本協定」に基づき、甲による、乙及び丙が行う停電復旧作業の支援に関して、必要な事項

を定めるものである。 

 

（対象区域） 

第１条 停電復旧作業の支援の対象となる区域は、甲が管理する道路区域とする。 

 

（対象作業） 

第２条 停電復旧作業の支援の対象となる作業は、停電復旧作業の支障となる樹木・土砂などの障害物の除

去作業及び道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業とする。 

  ２ 前項による作業を甲が実施するにあたり、電力設備が近接し危険が伴う場合は、乙及び丙は、現場 

   の安全を判断できる技術員を派遣し、甲は同技術員の指示に基づき、作業を実施することとする。 

 

（要請の手続き） 

第３条 乙及び丙は、甲に対して停電復旧作業の支援を要請する場合は、次に掲げる事項を明示した「大規

模災害時における停電復旧作業の支援要請書」（別紙第１号様式）を提出するものとする。ただし、緊

急を要する場合は、口頭又は電話で要請できることとする。 

  （１）被災の状況 

  （２）場所（住所、地図） 

  （３）作業内容 

  （４）作業希望日時 

  （５）現地連絡責任者及び電話番号 

  （６）その他必要な事項 

 

（可否の判断） 

第４条 甲は、乙及び丙から停電復旧作業の支援の要請を受けた場合は、前条の各号に定める事項及び道路

管理者として優先すべき業務の状況等により、支援の可否を判断するものとする。第２条に定める情

報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立する。 

２ 乙及び丙は、甲の連絡体制を毎年４月に確認することとし、変更があった場合には、直ちに相手方

に報告するものとする。 

 

（費用の支払） 

第５条 乙及び丙は、甲による停電復旧作業の支援終了後、停電復旧作業の支援実施者から、停電復旧作業

の支援に要した費用のうち本来乙及び丙が実施すべき作業の費用の請求を受けるものとする。 

２ 乙及び丙は、前項の請求を精査し、適当と認めた時は、速やかに甲に費用を支払うものとする。 

 

（事前対策の実施） 

第６条 甲、乙及び丙は、倒木等による停電、道路寸断等の発生を防止するため、被害が想定される箇所の

事前の情報共有や予防伐採について、協力体制を図るものとし、甲、乙及び丙は連携し可能な範囲に

おいて必要な措置を講じることとする。 

 

（実施責任） 

第７条 停電復旧作業の支援に係る関係機関への周知及び第三者からの問い合わせ等への対応は、乙及び丙

が責任を持って行うものとする。 

２ 停電復旧作業の支援に伴い発生した事故への対応は、甲が責任を持って行うものとするが、乙及び

丙から派遣された技術員の指示に起因する事故への対応は、乙及び丙が責任を持って行うものとする。 
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（協議） 

第８条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、甲と乙及び丙で協議のうえ決

定するものとする。 

 

この協定の証として、本書３通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和３年７月１５日 

 

甲 古平町 

 

   古平町長 

 

      乙 北海道電力株式会社 

 

                        執行役員 総務部長 

  

            丙 北海道電力ネットワーク株式会社 

 

                        小樽支店長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第１号様式（覚書第３条関係） 
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令和  年  月  日 

古平町長 様 

北海道電力株式会社 執行役員総務部長 

北海道電力ネットワーク株式会社 小樽支店長 

 

 

 

大規模災害時における停電復旧作業の支援要請書 

 

 

 

   大規模災害時における停電復旧作業の支援に関する覚書第３条の規定に基づき、次のとおり停電復旧

作業の支援を要請します。 

 

記 

 
被 災 の 状 況 

（ 対 象 作 業 ） 

・停電復旧作業に支障となる樹木・土砂などの障害物の除去作業 

・道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業 

（対象を〇で囲む） 

 ※被災の状況が分かるように可能な限り写真を添付する。 

場 所 （ 住 所 ）  

 ※別途地図を添付する。 

作 業 内 容 （例）電柱〇本、電線〇本、倒木〇本の除去 

 ※作業の規模が分かるように記載する。 

作 業 希 望 日 時     年  月  日、  時  分 

現地連絡責任者 氏名： 

携帯電話： 

その他必要事項  

 
以上 
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資料 55-15 古平町とヤマト運輸株式会社との包括連携協定 
 

古平町とヤマト運輸株式会社との包括連携協定 

 

古平町（以下「甲」という。）とヤマト運輸株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が連携の下、相互に協力し、官民協働により、地域活性化及び住民サービスの向

上に資することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲と乙は、上記の目的を達成するため、次の事項について連携及び協力を行う。 

(１) 災害時における物資輸送・物資拠点に関する事項 

(２) 高齢者等への支援に関する事項 

(３) 安全で安心な地域社会の実現に関する事項 

(４) 地域活性化に関する事項 

(５) その他目的を達成するために、協議により定める事項 

 

（連携及び協力の実施） 

第３条 この協定に関する連携及び協力を円滑に実施するため、甲と乙は必要に応じて協議の場を設ける。 

２ 甲と乙の間で取決めなどを要する事項については、前項の協議により覚書などを締結することができる。 

 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、有効期間満了の日の１ヶ月前ま

でに、甲と乙のいずれかから更新しない旨の意思表示がなかった場合、更に３年間延長されるものとする。 

 

（秘密保持） 

第５条 甲と乙は、この協定に基づく連携及び協力を行うに当たり、互いに知り得た情報を厳重かつ適正に

管理することとし、事前に相手方の承諾を得た場合を除き、第三者への開示又は漏えいをしてはならない。 

 

（その他） 

第６条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、協議の上、決定する。 

 

（合意管轄） 

第７条 本協定にかかわる訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和 ３年 ９月２４日 

 

甲 

古平郡古平町浜町４０－４ 

古  平  町 

古 平 町 長                      ㊞  

 

乙 札幌市厚別区厚別中央三条１丁目２番３０号 

ヤマト運輸株式会社 リテール事業本部 札幌主管支店 

主管支店長                        ㊞ 
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資料 55-16 北後志広域防災連携に係る協定 
 

北後志広域防災連携に係る協定 

（趣旨） 

第１条 この協定は、北後志構成５町村の積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村（以下「甲」と

いう。）とサツドラホールディングス株式会社、BELL・ホールディングス株式会社、ベル・データ株式会社及

び株式会社ワンテーブル（以下「乙」という。）が連携し、甲のいずれか又はすべてにおいて各種災害が発生

した場合、甲による応援や職員派遣、支援物資の供給輸送等を迅速かつ円滑に行い、被災からの速やかな復

旧回復のため、甲及び乙による相互間で広域連携に取り組むことにより住民の生命・生活と安全を高めるこ

とを目的に協定を締結する。 

（町村の連携） 

第２条 甲のいずれか又はすべてにおいて災害が発生した場合は、甲は連携し、被災した甲に対し、当該

被害の復旧にあたり、全面的に協力するものとする。 

２ 甲が協力し支援するものは、次に掲げるものとする。 

（１）人的支援 担当、専門職の職員の派遣 

（２）物資の供給 不足する食料及び防災資機材の供給・補完 

（３）避難所の共用 帰宅困難者及び緊急時における最寄りの避難所が他町村の場合の避難者受け入れ 

（４）その他 甲が求めるもので支援が可能なもの 

（民間事業者の連携） 

第３条 乙のうちサツドラホールディングス株式会社は、備蓄食料品など備蓄資機材の補完を担い、これ

らの運搬や在庫の保管に協力し、支援体制の構築にむけた連携に協力する。 

２ 乙のうちベル・データ株式会社は、前項の事業者と甲のすべての広域連携に関する助言の提供、並び

に甲と乙の間においてデータを共有し、活用できるシステムの構築に向けた協力を図る。 

３ 乙のうち株式会社ワンテーブルは、甲及び甲乙連携について被災地における復興経験に伴う知見に基

づいた助言等の協力を図る。 

（大学との連携） 

第４条 本協定は「国立大学法人北海道大学大学院公共政策学連携研究部及び大学院公共政策学教育部と

余市町の包括連携協定書」の活動との連携を図る。 

（相互連携のための平常準備） 

第５条 甲は、甲における相互応援のための連携を高めるべく、合同による防災訓練や勉強会を行うもの

とする。 

２ 甲は、乙の求めに応じ、情報の提供等連携に必要な措置を行うものとする。 

（費用の負担） 

第６条 この協定に基づく災害支援のための費用は、応援要員に係る人件費及び法令に別段の定めがある

ものを除くほか、被災事業体が負担するものとする。 

（秘密の保持） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た秘密の情報を、甲又は乙以外の者に対し、漏らしてはなら

ない。本協定の効力が失われた後も同様とする。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでは

ない。 

（協定内容の変更） 

第８条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更

を行うものとする。 

（委任） 

第９条 この協定の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

 

 この協定は、令和４年３月２９日から施行する。 

 

この協定の成立を証するため本書９通を作成し、署名の上、各自その１通を保管する。 



 

- 124 - 

 

 令和４年３月２９日       

                （甲）積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５ 

                   積丹町 

                   積丹町長                      

                   古平郡古平町大字浜町４０番地４ 

                   古平町 

                   古平町長                        

                   余市郡仁木町西町１丁目３６番地１ 

                   仁木町  

                   仁木町長                       

                   余市郡余市町朝日町２６番地 

                   余市町  

                   余市町長                       

                   余市郡赤井川村赤井川７４番地２ 

                   赤井川村  

                   赤井川村長                      

                （乙）北海道札幌市東区北八条東四丁目１番２０号 

                   サツドラホールディングス株式会社 

                   代表取締役社長兼ＣＥＯ                      

                   東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル４９階 

                   BELL・ホールディングス株式会社 

                   代表取締役社長                      

                   東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル４９階 

                   ベル・データ株式会社 

                   代表取締役社長                      

                   宮城県多賀城市八幡字一本柳１１７番地の８ 

                   株式会社ワンテーブル 

                    代表取締役ＣＥＯ                        
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資料 55-17 災害に係る情報発信等に関する協定 
 

災害に係る情報発信等に関する協定 
 

古平町（以下「甲」という。）とヤフー株式会社（以下「乙」という。）は、災害に係る情報発信等に

関し、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第 1 条（本協定の目的） 

本協定は、古平町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が町民等に対

して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力

して様々な取組みを行うことを目的とする。 

 

第 2 条（本協定における取組み） 

1. 本協定における取組みの内容は次の各号から、甲および乙の協議により具体的な内容および方法に

ついて合意が得られたものを実施するものとする。 

(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営する

ホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。 

(2) 甲が、古平町内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフー

サービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(3) 甲が、古平町内の避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス

上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(4) 甲が、災害発生時の古平町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボ

ランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなど

して、一般に広く周知すること。 

(5) 甲が、古平町内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要

救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

2. 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当

者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとす

る。 

3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議

を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 

第 3 条（費用） 

前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応

にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

第 4 条（情報の周知） 

乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成す

るため、乙が適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等

を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二

次利用をしてはならないものとする。 
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第 5 条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容

について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第 6 条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の

当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定は

さらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第 7 条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実

に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。 

 

令和４年７月１９日 

 

甲：北海道古平郡古平町大字浜町５０番地 

 古平町 

 古平町長 

     

乙：東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 
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資料 55-18 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 
 

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 
 

（要旨） 

第１条 本協定は、古平町地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」とい

う。）の建設に関して、古平町（以下「甲」という。）が一般社団法人日本ムービングハウス協会

（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 
 

（定義） 

第２条 本協定において「住宅」とは、古平町地域防災計画に定める応急仮設住宅のうち、乙が認

証した移動式木造住宅（ムービングハウス）のことをいう。 

 

（要請の手続） 

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認

める事項を、文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等によること

ができる。この場合において、甲は後に文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

 

（協力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（「以下「会員」をいう。）

のあっせんその他について、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた会員は、甲の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

 

（費用の負担及び支払い） 

第６条 会員が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、会員の住宅建設終了後検査をし、これを確認した時は、会員の請求により前項の費用を

速やかに支払うものとする。 

  

（連絡窓口） 

第７条 本協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては企画課とし、乙においては一般社団法人

日本ムービングハウス協会本部とする。 

 

（報告） 

第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲に報告するものとす

る。ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は、乙に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、本協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲に提

供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

 

（有効期限） 

第 10 条 本協定の有効期限は、協定締結から１年とする。ただし、期間満了の３０日前までに甲

または乙からの解除の申し出がない場合は、さらに１年間延長されるものとし、以降も同様とす

る。 

 

（協議） 

第 11 条 本協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙協議の上、定めるも

のとする。 
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本協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通を保有するものとする。 

 

令和５年１１月２８日 

 

甲：北海道古平郡古平町大字浜町５０番地 

 

 古平町 

 

 古平町長 成 田 昭 彦 

 

 

乙：北海道札幌市清田区美しが丘三条１０丁目２番１５号 

 

一般社団法人日本ムービングハウス協会 

 

代表理事 佐 々 木 信 博 
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資料 55-19 原子力災害時における住民避難支援に関する協定 

 

原子力災害時における住民避難支援に関する協定書 

 

古平町（以下「甲」という。）とＡＢアコモ株式会社が運営するグリッズプレミアムホテル小樽

（以下「乙」という。）は、泊発電所における原子力災害が発生した場合（以下「原子力災害時」

という。）に、町民の生命、身体及び財産を守るための支援活動について、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、古平町地域防災計画に基づき、甲が行う防護対策に対する乙の支援活動に関

し、甲が乙に対して要請する際に必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援内容） 

第２条 乙は、原子力災害時に甲からの要請に基づき、次の各号に掲げる事項について 

支援するものとする。 

⑴ 避難場所として、乙の施設及び敷地（以下「ホテル施設等」という。）の使用 

⑵ 古平町避難者に対する部屋、寝具、飲料水及び食事等の提供 

⑶ 原子力災害復旧活動における各種打合せ等に係るホテル施設等の使用 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、甲乙協議により必要と認められる事項 

 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、前条の規定により乙へ支援を要請する必要が生じた場合には、次の各号に掲げる事

項を記載した文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話・ファック

ス等の可能な手段で連絡をし、事後に文書をすみやかに提出するものとする。 

⑴ 支援要請の内容 

⑵ 支援を必要とするホテル施設等 

⑶ 支援要請の日時及び期間 

⑷ その他必要な事項 

２ 甲は、乙に前項により支援を要請する場合は、甲においては企画課長、乙においては、支配人

を通じて行うものとする。 

 

（支援） 

第４条 乙は、甲から前条の規定による支援要請を受けた場合は、協定の内容に従って可能な限り

支援するものとする。ただし、ホテル施設等の営業上もしくは施設設備の事情、またはその他や

むを得ない事情により支援要請に応じることが出来ない場合は、この限りでない。 

 

 

（施設等支援期間） 

第５条 第２条の規定によるホテル施設等の支援期間は、古平町長による原子力災害に伴う避難指

示等が発出された時点からとし、町民が自宅へ帰宅又は古平町長が指定する施設等に移動するま

での期間とする。 

ただし、これを超えて使用する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（原状回復） 

第６条 甲は、第２条の規定によるホテル施設等の使用が終了したときは、使用した場所を原状に

回復し、乙に返還するものとする。 

 

（経費の負担） 
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第７条 第２条の規定による乙が支援に要した経費については、原則として甲が負担するものとす

る。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、その都度甲乙 

協議のうえ定めるものとする。 

２ この協定書は甲及び乙の合意に基づき随時改訂することができる。 

 

（協定の終了） 

第９条 本協定は、乙が解散またはホテル施設等の施設所有権を第三者に譲渡したときもしくは施

設の運営を終了するときには終了となる。 

 

（事前通知） 

第１０条 乙は前条の項目に該当することとなった場合、甲に対して文書にて事前に通知するもの

とする。 

 

（協定の期間） 

第１１条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了の２ケ月前までに甲乙い

ずれも別段の意思表示がない場合は、期間満了の翌日より１年間延長し、その後も同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有す

るものとする。 

 

令和６年 10月１日 

 

 

甲：北海道古平郡古平町大字浜町５０番地 

     

 古平町 

 

 古平町長 成 田 昭 彦 

     

 

乙：  
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資料 55-20 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 
 

古平町（以下「町」という。）と三和物流サービス株式会社ダスキンレントオール札幌イベント

センター（以下「ダスキン札幌 EC」という。）とは、災害時におけるレンタル機材（以下「機材」

という。）の提供に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1条 この協定は、古平町内において、地震、風水害、その他の異常な自然現象又は大規模な火

災、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生し、あるいは発生するおそれがある場合（以下

「災害時」という。）に、町とダスキン札幌 ECが相互に協力して災害時における市民生活の早期安

定を図る事を目的として、機材の提供に関する事項を定めるものとする。 

 

（協力事項の発効） 

第 2 条 町は、災害時において機材を必要とするときは、ダスキン札幌 EC に対して保有機材の提

供について協力を要請するものとする。 

2 町のダスキン札幌 ECに対する要請の手続きは、機材提供に関する要請書（別記様式）により行

うものとする。ただし緊急を要する場合は電話等をもって要請し、事後に機材提供に関する要請書

を提出するものとする。 

3 町及びダスキン札幌 EC は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、双方の連絡先及び

連絡責任者を定めるものとし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。 

 

（機材の品目） 

第 3 条 ダスキン札幌 EC が提供する機材の品目は、冷暖房機、テーブル、イス、パーテーション

等、ダスキン札幌 ECが機材として保有又は調達できるものとする。 

2 ダスキン札幌 ECは、この協定の円滑な実施を図るため、前項に規定する品目について、 

予め町に情報提供を行うものとする。 

 

（協力の実施） 

第 4 条 ダスキン札幌 EC は、第 2 条の規定により町から要請を受けたときは、保有機材の優先提

供及び運搬に対して積極的に協力するものとする。 

2 ダスキン札幌 ECは町の要請に的確に対応するため、保有機材の提供可能な体制を保持するもの

とする。 

 

（機材の引渡し） 

第 5 条 ダスキン札幌 EC は、要請を受けたときは町の指定する場所に機材を運搬し、町の指定す

る職員の確認を受けて引き渡すものとする。 

 

（費用の負担） 

第 6条 ダスキン札幌 EC が提供した機材並びに運搬の費用については、町が負担する。 

2 費用は災害発生直前における適正価格等を基準として、双方協議の上、決定するものとする。 

 

（協議） 

第 7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度町とダスキン札幌

ECが協議して決定するものとする。 

 

（有効期限） 

第 8 条 この協定は締結の日から施行し、町又はダスキン札幌 EC が書面をもって終了を通知しな

い限りその効力を有する。 
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 この協定の締結を証するため、本協定書を 2通作成し、双方記名押印の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

 

令和７年２月６日 

 

                   古平郡古平町大字浜町 50番地 

 

                   古平町長  成 田  昭 彦 

 

 

                   札幌市清田区真栄６４８－２ 

三和物流サービス株式会社 

ダスキンレントオール札幌イベントセンター 

 

代表取締役 末 光  栄 治        
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資料 55-21 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書 

災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書 

 
古平町（以下「甲」という。）と小樽地方石油業協同組合（以下「乙」という。）は、地震、風水害その他の

大規模災害等、又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法律第 112号）

に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害を含む。）が発生し、又は発生のおそれがある場合並びに

市町村等相互の応援措置を行う場合（以下「災害時等」という。）に必要な事項に関して、次のとおり協定を

締結する。 

 

（協力要請） 

第１条 災害時等において、甲は、乙（及び乙の組合員（以下「乙等」という。））に対して、次の各号につ

いて協力を要請することができるものとする。 

(1) 甲が指定する緊急車両等への石油類燃料の優先給油 

(2) 

甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設等への石油類燃料の優先提供 

(3) 乙等が取り扱う物資（第１号及び第２号で規定する石油類燃料を除く。）の供給及び要員の動員等 

(4) 乙等の給油所における、帰宅困難者、被災者及び観光客（外国人を含む。）等（以下「帰宅困難者等」

という。）に対する一時休憩所としての施設の提供、水道水及びトイレの提供 

(5) 乙等の給油所における帰宅困難者等に対するラジオ、テレビ等による災害情報、地図等による通行可

能な道路情報、近隣の避難所に関する情報等の提供 

(6) 乙等の給油所における傷病者である帰宅困難者等に対する救急要請及び簡易な応急手当等の支援 

 

２ 前項の要請は、「石油類燃料の供給等要請書」（別記第１号様式）によるものとする。ただし、緊急を要

する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

 

（支援の実施） 

第２条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、やむを得ない事由がない限り可能な範囲内に

おいて支援を実施するものとする。 

ただし、乙は、通信の途絶等により甲が乙に要請できないと判断したときは、甲の要請を待たないで支

援を実施するよう指導するものとする。 

 

（報告手続） 

第３条 乙等は、第１条第１項第１号から第３号までの協力を行った場合には口頭で甲に報告し、その後、

速やかに「救援実施報告書」（別記第２号様式）を提出するものとする。 

 

（経費の負担） 

第４条 第１条第１項第１号から第３号までの規定により、乙等が供給した石油類燃料等の対価及び乙等が

行った運搬の費用（以下「費用」という。）については、災害発生時直前における通常の価格を基準として、

甲と乙等が協議のうえ決定するものとする。 

 

（費用の支払） 

第５条 甲は、乙等からの請求があったときは、その費用を速やかに支払うものとする。 

 

（事故等） 

第６条 乙等は、その石油類燃料の供給等に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断したときは、甲に

対し速やかにその状況を報告しなければならない。 

 

（損害の負担） 

第７条 第１条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

 

（協力体制の構築） 

第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換するとともに、
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平常時から防災に関し、必要な対策について協議するものとする。 

２ 甲は、災害時に、乙等が石油類燃料等の供給能力を十分発揮できるよう、道の「中小企業者等に対する

受注機会の確保に関する推進方針」に沿って、分離・分割発注の推進等について配慮するものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段の意思表

示がないときは更新されるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議

の上、決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するための本書２通を作成し、甲乙記名の上、各１通を保有するものとする。 

 

令和７年７月 29日 

 

 

甲 古平郡古平町大字浜町５０番地 

  

古平町長  成 田  昭 彦 

 

 

乙 小樽市稲穂２丁目２２－４ 

小樽地方石油業協同組合 

              理事長  杉 江  俊 太 郎 
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〔 様   式 〕 

○ 別記第 1号様式 公用令書等（別表 第 1号様式～第 6号様式） 

別表 第 1号様式 

従 事 第   号 

公 用 令 書 
 

住 所 

氏 名 

 

 

災害対策基本法第 65条の規定に基づき、次のとおり    を命ずる。 

 

      年  月  日 

処分権者                ○印 

従事すべき業務  

従事すべき場所  

従事すべき期間  

出頭すべき日時  

出頭すべき場所  

備     考  
 

（備考）用紙は、日本産業規格 A4とする。 

別表 第 2号様式 

保 管 第   号 

公 用 令 書 
 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 78条第 1 項の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる。 

 

      年  月  日 

処分権者                ○印 

保管すべき物資の種類 数量 保管すべき場所 保管すべき期間 備  考 

     

     

     

     
 

（備考）用紙は、日本産業規格 A4とする。 
 
 

従事 

協力 
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別表 第 3号様式 

管 理 第   号 

公 用 令 書 
 

住所 

氏名 

 

 

災害対策基本法第 78条第 1 項の規定に基づき、次のとおり    を使用する。 

 

 

      年  月  日 

処分権者                ○印 

名 称 数量 所在場所 範 囲 期 間 引渡月日 引渡場所 備考 

        

        

        

        
 

（備考）用紙は、日本産業規格 A4とする。 
 
 

別表 第 4号様式 

変 更 第   号 

公 用 変 更 令 書 
 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 78 条第 1 項の規定に基づく公用令書（   年  月  日第 号）にかか

る処分を次のとおり変更したので、同法施行令第 34条第 1項の規定により、これを交付する。 

 

      年  月  日 

処分権者                ○印 

変更した処分の内容 

 

 

（備考）用紙は、日本産業規格 A4とする。 
 

管理 

収用 
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別表 第 5号様式 

取 消 第   号 

公 用 取 消 令 書 
 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 78条第 1 項の規定に基づく公用令書（   年  月  日第 号） 

にかかる処分を取り消したので、同法施行令第 34条第 1項の規定により、これを交付する。 

 

      年  月  日 

 

処分権者                ○印 

 

（備考）用紙は、日本産業規格Ａ4とする。 
 
 

別表 第 6号様式 

Ｎo．           

防 災 立 入 検 査 票 
 

所 属 

職 名 

氏 名 

年 月 日生 

 

  上記の者は災害対策基本法第 71条の規定に基づく権限を有するものであることを証明する。 

 

平成  年  月  日交付 

古 平 町 長                   ○印 

交付責任者                      ○印 

※規格 縦 6センチ 横 9センチとする。 

 

（裏） 

注 意 

1．本票は他人に貸与し、若しくは譲渡し又は勝手に訂正してはならない。 

2．本票は 年 月 日まで有効とする。 

3．本票は有効期間が経過したとき、または不明になったときは速やかに返還しなければならない。 

4．本票を亡失し、若しくは損傷したときは速やかに文書をもって届出なければならない。 
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○ 別記第 2号様式 避難者世帯名簿 

 
 

避 難 者 世 帯 名 簿 
 
［避難所名            ］                      №      
 

現 住 所  被 災 場 所  

世帯主氏名  親族その他へ 
の連絡先 

(氏名･住所･電話番号) 

 

電 話 番 号   

入

所

世

帯

の

状

況 

ふ り が な 

氏 名 
生 年 月 日 続 柄 

性
別 

職 業 
（勤務先） 

入所日時 退所日時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

世帯主 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

 
 M.T.S.H 
 
   年 月 日 

 
男
・
女 

 
   月  日 
 
    時 

   月  日 
 
    時 

備

考

欄 

 

 
注 1 一世帯ごとに記入すること。  

注 2 「被災場所」欄には、現住所付近以外の場所で被災した場合に記入すること。  

注 3 児童・生徒等については、「職業」欄に学校名・学年を記入すること。  

注 4 「備考」欄には、次の事項について記入すること。  

（1） 世帯内に病気療養中の者がいるときは、その者の病名及び症状等 
（2） 退所する場合、その移動先が現住所以外のときは、その移動先の住所・氏名・電話番号 
（3） その他特記事項 
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○ 別記第 3号様式 避難所収容台帳 

 
（避難所：            ） 

管理者 

認 印 
月 日 収容人員 

物資使用状況 
記事 備考 

品名 数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計 （   日間）      

注）1.「収容人員欄」は、当日の最高収容人員数を記入し、収容人員数の増減経過は、「記事欄」に記入す

ること。 

2. 物資の使用状況は、開設期間中に使用した品目及び使用数量を記入すること。 

3. 他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考欄」に記入すること。 
 
 

○ 別記第 4号様式 避難所設置及び収容状況 

 
（古平町） 

避難所の
名称 

所在地 種別 
開設機関 
 月 日から 
 月 日まで 

実人員 
（人） 

開設 
日数 

（日間） 
延人員 備考 

        

        

        

        

        

        

        

計 
既存建物      

野外仮設      

注）1.「種別欄」は、既存建物利用の場合と野外仮設の場合に区分すること。 

2.「計欄」は、既存建物利用の場合と野外仮設の場合の区分別に合計しておくこと。 
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○ 別記第 5号様式 救助種目別物資受払簿 

 

救 助 種 目 別 物 資 受 払 簿 
 

 救助種目別   
 
 
 

古 平 町 

 
 品   名 

 

    

品 目  単位    

年  月  日 摘 要 受 払 残 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

計 
道調達分     

町調達分     

注）1.「摘要欄」に、購入又は受入先及び払出し先を記入すること。 

2.「備考欄」に、購入単価及び購入金額を記入しておくこと。 

3. 最終行欄に、道からの受入分及び町調達分別に、受、払、残の計及びそれぞれの金額を記入すること。 
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○ 別記第 6号様式 被災者救出状況記録簿 

 

被 災 者 救 出 状 況 記 録 簿 
 

古 平 町 
 

年月日 
救出
人員 

救出用機械器具 

実支出額 備考 
名 称 

借 上 費 修 繕 費 

燃料費 
数量 

所有者 
（管理者）

名 
金 額 

修繕 
月日 

修繕費 
修繕の
概要 

   人       円     円     円      円  

計            

 
注 1 他市町村に及んだ場合には、「備考」欄にその市町村名を記入すること。 

注 2 借上費については、有償、無償を問わず記入するものとし、有償による場合にのみ、その借上費を 

「金額」欄に記入すること。 

注 3 「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。 

注 4 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
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○ 別記第 7号様式 輸送記録簿 

 
 

輸 送 記 録 簿 
 

古 平 町 
 

輸送 
月日 

目的 
輸送 
区間 
(距離) 

借 上 等 修 繕 

燃料費 実支出額 備考 
使用車両 

金 額 

故障車両等 
修繕 
月日 

修繕費 
故障 
の 
概要 

種 
類 

台 
数 

名称 
番号 

所有者 
氏 名 

     円    円  円 円  

計              

 
注 1 「目的」欄は主たる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

注 2 町の車両等による場合は、「備考」欄に車両番号を記入すること。 

注 3 借上車両等による場合は、有償、無償を問わず記入すること。 

注 4 借上等の「金額」欄には、運送費又は車両等の借上費を記入すること。 

注 5 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。 

注 6 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
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○ 別記第 8号様式 炊き出し給与状況 

 
 

炊 き 出 し 給 与 状 況 
 

古 平 町 
 

炊き出し場所の 
名     称 

月  日 月  日 月  日 月  日 
合  計 実支出額 備  考 

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

計                

 
注 1 「備考」欄は、給食内容を記入すること。 

注 2 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
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○ 別記第 9号様式 飲料水の供給簿 

 
 

飲 料 水 の 供 給 簿 
 

古 平 町 
 

供 給 
月 日 

対 象 
人 員 

給水用機械器具 

実支出額 備  考 
名 称 

借   上 修   繕 

燃料費 数 
量 

所有者 金 額 
修繕 
月日 

修繕費 
修繕の 
概 要 

    人       円     円     円     円  

計            

 
注 1 給水用機械器具は、借上費の有償、無償を問わず作成するものとし、有償による場合のみ「金額」

欄に額を記入すること。 
 



 

- 145 - 

 

○ 別記第 10号様式 世帯構成員別被害状況 

 

世 帯 構 成 員 別 被 害 状 況 
 
 

平成  年  月  日  時現在 

古 平 町 
 

世帯構成員別 
 
 
 
被害別 

1

人
世
帯 

2

人
世
帯 

3

人
世
帯 

4

人
世
帯 

5

人
世
帯 

6

人
世
帯 

7

人
世
帯 

8

人
世
帯 

9

人
世
帯 

10
人
以
上
世
帯 

計 

小
学
校 

中
学
校 

全  壊 （ 焼 ）              

流 失              

半  壊 （ 焼 ）              

床上（下）浸水              

 
 

○ 別記第 11号様式 物資購入（配分）計画表 

 

物 資 購 入 （ 配 分 ） 計 画 表  
 
 

平成  年  月  日  時現在 

古 平 町 
 

世帯   人世帯   人世帯   人世帯  計 

備 
 

考 

  円 円 円      

品
 

目 
単

 

価 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 
 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 

                    

                    

                    

計                   

注）1. 本表は、全壊（焼）、流出世帯分と半壊（焼）、床上（下）浸水世帯分に分けて作成すること。 

2. 「品目」欄は、寝具、被服、生活必需品の順に記入すること。 

3. 各品目の「備考」欄に、都道府県調達分と市町村調達分を明らかにしておくこと。 
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○ 別記第 12号様式 物資の給与状況 

 

物 資 の 給 与 状 況  
 
 

平成  年  月  日  時現在 

古 平 町 
 

住家被害 

程度区分 

世帯主 

氏名 
基礎となった

世帯構成人員 
給与月日 物資給与の品目 

実支 

出額 
備考 

  (人) (月 日) 布団 毛布 ○○  (円)  

          

          

          

          

          

          

          

計 
全壊 世帯         

半壊 世帯         

 

災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違なし 

 

平成  年  月  日 

 

給与責任者 氏名              ㊞ 

 

 

注) 1. 住家の被害程度に、全壊(焼)、流出又は半壊(焼)、床上（下）浸水の別を記入すること。 

2. 受領年月日に、その世帯に対して最後に給与された物資の受領年月日を記入すること。 

3. 「物資給与の品目」欄に、数量を記入すること。 
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○ 別記第 13号様式 物資給与及び受領簿 

 

住家被害 

程度区分 

1 全壊(焼)   2 流失 

3 半壊(焼)   4 床上(下)浸水 

給与(貸与)の基礎と 

なつた世帯構成員数 
人 

男  人 

女  人 

 
災害救助用物資として下記内訳のとおり受領しました。 

 

平成   年   月   日 

 

住所                                  

 

世帯主  氏名                         印    

 

連絡先（避難所・電話番号等）                      

 

給付（貸与）年月日 品 名 数 量 備 考 
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○ 別記第 14号様式 救護班活動状況 
 

○
 別

記
第

14
号
様
式
 
救
護
班
活
動
状
況

 

 

救
護

班
活

動
状

況
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
救

護
班
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
班

長
：

医
 

師
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印
 

 
月

 
 

 
 

日
 

市
町

村
名

 
患

者
数

 
措

 
置

 
の

 
概

 
要

 
死

体
検

案
数

 
修

 
繕

 
費

 
備

 
 

 
 

 
 

 
考
 

 
 

 
 

 
 

 
人

 
 

 
 

 
 

 
人

 
 
 

 
 

 
円

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
「
備
考
」
欄
に
班
の
編
成
、
活
動
期
間
を
記
入
す
る
こ
と
。
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○ 別記第 15号様式 医療実施状況 
 

○
 別

記
第

15
号
様
式
 
医
療
実
施
状
況

 

 

病
院

診
療

所
医

療
実

施
状

況
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古

平
町

 

 

診
療

機
関

名
 

患
者

氏
名

 
診

療
期

間
 

病
 

 
名

 
診

療
区

分
 

診
療

報
酬

点
数

 
 

金
 

 
額
 

 
備

 
 

考
 

入
院

 
通

院
 

入
 

 
院
 

通
 

 
院
 

 
 

 
 

 
 

点
 

点
 

円
 

 

計
 

 
 

 
 
機
関

 
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

注
 
「
診
療
区
分
」
欄
は
、
該
当
欄
に
○
印
を
記
入
す
る
こ
と
。
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病
院

診
療

所
医

療
実

施
状

況
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古

平
町

 

 

 
○ 別記第 16号様式 助産台帳 
 

分
べ

ん
者

氏
名

 
分

べ
ん

日
時
 

助
産

機
関

名
 

分
べ

ん
期

間
 

金
 

 
 

 
 

額
 

備
 

 
 

 
考

 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
円
 

 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
時

 
 
分

 

 
 
 
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
～

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 

○
 別

記
第

16
号
様
式
 
助
産
台
帳
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○ 別記第 17号様式 学用品の給与状況 
 

○
 別

記
第

17
号
様
式
 
学
用
品
の
給
与
状
況

 

 

学
用

品
の

給
与

状
況
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古

平
町

 

 

学
校

名
 

学
年

 
児

童
生

徒
氏

名
 

親
権

者
氏

名
 

給
与

月
日

 

給
 

与
 

品
 

の
 

内
 

訳
 

実
支

出
額

 
備
考

 

教
 

 
 

 
科

 
 

 
 

書
 

そ
の

他
学

用
品
 

国
  

語
 

 
 

 
 

 
 

鉛
  

筆
 

ノ
 

｜
 

ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
月

 
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円

 
 

計
 

小
学

校
 

 
 
 
 

 
 
 
人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
円
 

 

中
学

校
 

 
 
 
 

 
 
 
人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
円
 

 

 
 

学
用
品
を
上
記
の
と
お
り
給
与
し
ま
し
た
。

 

 
 
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

給
与
責
任
者
（
学
校
長
）

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

氏
 
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
印

 
 

注
1
 
「
給
与
月
日
」
欄
は
、
そ
の
児
童
（
生
徒
）
に
対
し
て
最
後
に
給
与
し
た
給
与
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

注
2
 
「
給
与
品
の
内
訳
」
欄
に
は
、
数
量
を
記
入
す
る
こ
と

。
 

注
3
 
本
様
式
は
、
救
助
法
の
適
用
時
に
は
そ
の
事
務
に
用
い
る
こ
と
。
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○ 別記第 18号様式 応急仮設住宅台帳 

 
 

応 急 仮 設 住 宅 台 帳 
 

古 平 町 
 

世 帯 主 
氏  名 

家族数 所在地 
構造 
区分 

面 積 
敷地 
区分 

着 工 
月 日 

竣 工 
月 日 

入 居 
月 日 

実支出額 備 考 

   人            円  

           

           

           

           

           

           

           

世 帯 

          

 
注 1 「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置箇所を明らかにした簡単な 

図面を作成し添付すること。 

注 2 「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めての人員数を記入すること。 

注 3 「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設したところの住所を記入すること。 

注 4 「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入すること。 

注 5 「敷地区分」欄は、公・私有別とし、有・無償の別を明らかにすること。 

注 6 「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと。 

注 7 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
 



 

- 153 - 

 

○ 別記第 19号様式 住宅応急修理記録簿 

 
 

住 宅 応 急 修 理 記 録 簿 
 

古 平 町 
 

世 帯 主 氏 名 修 理 箇 所 概 要 完了月日 実 支 出 額 摘     要 

         円  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計   世帯 

    

 
注 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
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○ 別記第 20号様式 遺体の捜索状況記録簿 

 
 

遺 体 の 捜 索 状 況 記 録 簿 

古 平 町 
 

年 月
日 

捜 索 
人 員 

捜 索 用 機 械 器 具 

実支出額 備 考 
名 称 

借    上 修    繕 

燃料費 数 
量 

所有者 金 額 
修繕 
月日 

修繕費 
修繕の 
概要 

    人       円     円     円     円  

            

 
注 1 他市町村に及んだ場合には、「備考」欄にその市町村名を記入すること。 

注 2 捜索用機械器具は、借上費の有償、無償を問わず作成するものとし、有償による場合のみ 

「金額」欄に額を記入すること。 

注 3 「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。 

注 4 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
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○ 別記第 21号様式 遺体処理台帳 
 
 

○
 別

記
第

21
号
様
式
 
遺
体
処
理
台
帳

 

 

遺
 
 
  

体
 
 
 
 処

理
台

帳
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古

平
町

 

 

注
 
本
様
式
は
、
救
助
法
の
適
用
時
に
は
そ
の
事
務
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
。

 

処
 

理
 

年
月

日
 

死
体

発
見

の
日

時
 

及
び

 
場

所
 

死
亡

者
 

氏
名
 

遺
族

 
洗

浄
等

の
処

理
 

死
体

の
 

一
時

保
存

 
検

 
案

 
料

 
実

支
出

額
 

備
 

考
 

氏
 

名
 

死
亡
者

 
と
の
関
係

 
品

 
 

名
 

数
量

 
金

 
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
 

計
 

 
人
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○ 別記第 22号様式 埋葬台帳 
 

○
 別

記
第

22
号
様
式
 
埋
葬
台
帳

 

 

埋
葬

台
帳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古

平
町

 

死
亡

 
年

月
日
 

埋
葬

 
年

月
日
 

死
亡

者
 

埋
葬

を
行

っ
た

者
 

埋
葬

費
 

備
考
 

氏
名
 

年
齢

 
氏

名
 

死
亡

者
と

 
の

関
係

 
棺

（
付

属
品

 
を

含
む

）
 

埋
葬

又
は

 
火

葬
料

 
骨

箱
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円

 
 
 

 
円

 
 
 

 
円

 
 
 

 
 
円

 
 

計
 

 
 
 
 

 
 
人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

注
1
 
埋
葬
を
行
っ
た
者
が
町
長
で
あ
る
と
き
は
、
遺
族
の
氏
名
を
「
備
考
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

注
2
 
町
長
が
、
棺
、
骨
箱
等
を
現
物
で
給
与
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
「
備
考
」
欄
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

 

注
3
 
埋
葬
を
行
っ
た
者
に
埋
葬
費
を
支
給
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
金
額
を
「
備
考
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

注
4
 
本
様
式
は
、
救
助
法
の
適
用
時
に
は
そ
の
事
務
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
。
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○ 別記第 23号様式 障害物除去の状況 

 
 

障 害 物 除 去 の 状 況 

古 平 町 
 

住 家 被 害  
程 度 区 分  

氏    名  
除 去 に 要 し た 
期     間  

実 支 出 額  
円  

除去に要すべき 
状 態 の 概 要 

備  考  

      

計  

半壊  
半焼  

世帯  
    

床上  
浸水  

世帯  
    

 
注 1 住家等の障害物を除去した場合に作成するものとし、「住家被害程度区分」欄には、半壊（焼）、 

床上浸水の区分を記入すること。 

注 2 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。 
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○ 別記第 24号様式 賃金作業員雇用台帳 

 
 

賃 金 作 業 員 雇 用 台 帳 
 

救助種別   

住  所 氏  名 日 額 

           月 分 基本賃金 割増賃金 

給与額 
  日   日   日   日   日  日数  金 額  時間  金 額 

             

計 
    人    円           

 
注 1 本台帳は、救助の種別ごとに作成すること。 

注 2 各日別就労状況は、1 日就労したものは「1」と表示する。また、5 時間の時間外就労は「1.5」と表

示すること。 
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○ 別記第 25号様式 北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 

 
（第  報） 

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 
 

要請日時：平成  年  月  日  時  分 

次のとおりヘリコプターの出動を要請します。 

要 請 機 関  

担当者職氏名  

連 絡 先 TEL           FAX 

災
害
の
状
況
・
派
遣
理
由 

覚  知 年    月    時    分 

災害発生日時 年    月    時    分 

災害発生場所  

災  害  名  

災 害 
発 生 状 況 

・ 
措 置 状 況 

 

派 遣 を 必 要 と 
す る 区 域 

 希望する 
活動内容 

 

気 象 の 状 況 
 

離 着 陸 場 
の 状 況 

離着陸場名  

特記事項 （照明・Ⓗマーク、吹き渡し、離着陸場の状況（障害物等）ほか） 

必 要 と す る 
資 機 材 

 現地での資機
材 確 保 状 況 

 

特 記 事 項  

傷 病 者 の 
搬 送 先 

 救急自動車等
の 手 配 状 況 

 

他 機 関 の 
応 援 状 況 

他に応援要請して
い る 機 関 名 

 

現場付近で活動中
の航空機の状況 

 

現地最高指揮者 
（機関名） 
（職・氏名） 

無 線 連 絡 方 法 
（周波数）       Ｈｚ    

そ の 他 参 考 
と な る 事 項 

 

搭
乗
者 

所 属 職 氏 名 年齢 所 属 職 氏 名 年齢 備考 
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○ 別記第 26号様式 北海道消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害等状況報告書 

 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害等状況報告書 
 

  総括責任者 
  北海道総務部長 様 

 
                   古平町長 
 

 
北海道消防防災ヘリコプタ－緊急運航要領第 8 条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

災 害 発 生 日 時        年  月  日（  ）   時  分 

災 害 発 生 場 所 
 

派 遣 区 域 
 

離 着 陸 場 
 

使用した資機材 
 

傷病者の搬送先 
 

消 防 防 災 ヘ リ 
コ プ タ － に 係 
る 活 動 内 容 等 

 ［地元の活動状況（消防防災ヘリコプタ－運航に係る分）］ 

 ［消防防災ヘリコプタ－による活動内容］ 

災 害 発 生 状 況 
・ 

措 置 状 況 

 

そ の 他 参 考 と 
な る 事 項 

 

 
搭 
 
 
乗 
 
 
者 

所  属 職 氏    名 年齢 所  属 職 氏    名 年齢 
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○ 別記第 27号様式 救急患者の緊急搬送情報伝達票 

 
 

要請年月日    年    月    日     時    分 

1 要請市町村名   古平町    電話          FAX 

     担当者   課名     職名      氏名 

2 依頼病院名           電話 

     所在地 

     担当者（医師名）     医師      氏名 

3 受入れ医療機関名 

所在地 

     電話           FAX 

受入れ医療機関の了承      有 ・ 無 

4 患者
ふ り

氏名
が な

 
生年月日    年  月  日生  歳 男・女 

体  重       ㎏  職業 

住
ふり

所
がな

  

  病 名
ふりがな

 現状 

5 付添搭乗者（医師、看護師の所属：依頼病院     ・      受入医療機関） 

氏 

名 

医師  年齢    歳 体重    ㎏ 

看護師    

付添人           続柄   

6 運航上の必要事項 

（1）患者に装備されている医療機器の状況 

  ①点滴（規格  ×、重量  ｇ）②保育器（規格Ｈ  ×Ｗ  ×Ｌ  、重量  ｇ） 

  ③酸素吸入器（規格  ×、重量  ｇ） 

  ④その他（名称    、規格   ×  、重量  ｇ） 

（2）積載される機器の種類、重量及び規格 

  ①依頼病院         ㎏        ㎏        ㎏ 

  ②受入れ医療機関      ㎏        ㎏        ㎏ 

現地離着陸場 

 メモ 
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○ 別記第 28様式 自衛隊災害派遣要請の依頼について 

 
第 号 

 年 月 日 

 

北 海 道 知 事   様 

 

古 平 町 長   印 

 

自衛隊の災害派遣要請について 

 

このことについて、次のとおり緊急措置が必要なので、自衛隊の災害派遣の要請を依頼します。 

 

記 

 

1 災害の状況及び派遣を要請する事由 

 

 

2 派遣を必要とする期間 

 

 

3 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 

4 派遣部隊が展開できる場所 

 

 

5 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

（作業用資材、宿舎の準備状況、現地の連絡責任者等） 
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○ 別記第 29号様式 自衛隊災害派遣撤収要請の依頼について 

 
 
 

第 号 

 年 月 日 

 

北 海 道 知 事   様 

 

古 平 町 長   印 

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について 

 

年  月  日付けをもって要請を要求した自衛隊の災害派遣については、目的を達成したので、

次の日時をもって撤収要請されるよう依頼します。 

 

記 

 

1 派遣を必要とした事由 

 

 

2 撤収要請日時    年   月   日   時   分 
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○ 別記第 30号様式 職員参集状況報告書 

職員参集状況報告書 
本部長様 

                                      部 

 
番号 所属・職氏名 参集時刻 参集方法 備考（職員の健康状態） 

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

  ： 歩･転･ﾊﾞ･車･交  

 
 



 

- 165 - 

 

○ 別記第 31号様式 職員参集状況集計表 

職員参集状況集計表 

 
区分 

（部・課） 
総人数 時 分現在 時 分現在 時 分現在 備考 

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  

 人  人   %  人   % 人   %  
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○ 別記第 32号様式 職員参集状況受付簿 

係    班        

職員参集状況受付簿 

報告者 

日  時  分現在 

 
番号 所属 職名 氏名 参集日時 参集場所 備考 

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

    日  ：   

 

「備考」欄には、本人・家族の負傷、家屋の損壊等の異常があれば記入すること。 

随時更新し、情報連絡班、担当に及び必要な部署に連絡すること。 
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○ 別記第 33様式 職員等安否確認調査票 

職員等安否確認調査票 
年  月  日 

 

所属・職氏名 
連絡 

方法 

連絡 

時間 

連絡の 

可否 

本人・家族等 

の安否状況 

備考 

(参集可能時間等） 

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   

 
電 話そ
の他

(   ) 
： 可・否   



 

 

沿 革   平成２７年３月 改定 

      平成２９年３月 改定 

      平成３０年３月 改定 

       令和２年 １月 改定 

      令和３年 ３月 改定 

       令和４年 ３月 改定 

      令和５年 ５月 改定 

      令和６年 ３月 改定 

      令和７年 ４月 改定 

令和８年 ６月 改定 
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